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○
国
土
交
通
省
令
第
一
号

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
二

十
八
号
）
及
び
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（

令
和
二
年
政
令
第
三
百
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
二
条
第
四
号
、
第
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
十
七
条
第
三
項

第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
日

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国

土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令

第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に



- 2 -

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
法
第
二
条
第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
施
設
又
は
設
備
）

第
一
条

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下

（
新
設
）

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
施
設
又
は
設
備
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
便
所
又
は
便
房
で
あ
っ
て
、
移
動
等
円
滑
化
の
措
置
が
と
ら
れ

た
も
の

イ

車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
便
所
又
は
便

房
ロ

高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
水
洗
器

具
を
設
け
た
便
所
又
は
便
房

二

次
に
掲
げ
る
駐
車
施
設
又
は
停
車
施
設
で
あ
っ
て
、
移
動
等
円
滑
化
の
措
置

が
と
ら
れ
た
も
の

イ

車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
駐
車
施
設

ロ

車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
停
車
施
設

三

次
に
掲
げ
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

イ

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
経
路
（
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
旅
客
施

設
又
は
車
両
等
の
構
造
及
び
設
備
並
び
に
旅
客
施
設
及
び
車
両
等
を
使
用
し

た
役
務
の
提
供
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
八
年
国
土

交
通
省
令
第
百
十
一
号
。
以
下
「
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
省
令
」
と

い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
経
路
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
又
は
乗
継
ぎ
経
路
（
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
乗
継
ぎ

経
路
を
い
う
。
）
を
構
成
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

ロ

旅
客
施
設
に
隣
接
し
て
お
り
、
か
つ
、
旅
客
施
設
と
一
体
的
に
利
用
さ
れ

る
他
の
施
設
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
（
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
省
令
第
四

条
第
三
項
前
段
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

四

次
に
掲
げ
る
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス
（
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
省
令
第
二

条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
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い
て
同
じ
。
）

イ

鉄
道
車
両
（
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
省
令
第
二
条
第
一
項
第
十
一

号
に
規
定
す
る
鉄
道
車
両
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
軌
道
車
両
（
同
項

第
十
二
号
に
規
定
す
る
軌
道
車
両
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
客
室
に
設
け

ら
れ
た
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス

ロ

乗
合
バ
ス
車
両
（
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
省
令
第
二
条
第
一
項
第

十
三
号
に
規
定
す
る
乗
合
バ
ス
車
両
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
貸
切
バ

ス
車
両
（
同
項
第
十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
貸
切
バ
ス
車
両
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
設
け
ら
れ
た
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス

ハ

船
舶
（
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
省
令
第
二
条
第
一
項
第
十
五
号
に

規
定
す
る
船
舶
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
設
け
ら
れ
た
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス

五

次
に
掲
げ
る
優
先
席
（
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
省
令
第
二
条
第
一
項

第
五
号
の
二
に
規
定
す
る
優
先
席
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
基
準
適
合
客
席
（
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
省
令
第
五
十
一
条
第
一

項
に
規
定
す
る
基
準
適
合
客
席
を
い
う
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）

イ

旅
客
施
設
の
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
休
憩
の
用
に
供
す
る
設
備
に
設
け
ら

れ
た
優
先
席

ロ

鉄
道
車
両
又
は
軌
道
車
両
の
客
室
に
設
け
ら
れ
た
優
先
席

ハ

乗
合
バ
ス
車
両
に
設
け
ら
れ
た
優
先
席

ニ

船
舶
に
設
け
ら
れ
た
基
準
適
合
客
席

（
法
第
二
条
第
八
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
自
動
車
）

（
法
第
二
条
第
七
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
自
動
車
）

第
一
条
の
二

法
第
二
条
第
八
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
座
席
が
回
転

第
一
条

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下

す
る
こ
と
に
よ
り
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
車
内
に
乗
り
込
む
こ
と
が
可
能

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
七
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
座
席
が

な
も
の
と
す
る
。

回
転
す
る
こ
と
に
よ
り
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
車
内
に
乗
り
込
む
こ
と
が

可
能
な
も
の
と
す
る
。

（
旅
客
施
設
の
大
規
模
な
改
良
）

（
旅
客
施
設
の
大
規
模
な
改
良
）

第
四
条

法
第
八
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
旅
客
施
設
の
大
規
模
な
改
良
は

第
四
条

法
第
八
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
旅
客
施
設
の
大
規
模
な
改
良
は

、
次
に
掲
げ
る
旅
客
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
改
良
と
す
る

、
次
に
掲
げ
る
旅
客
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
改
良
と
す
る
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。

。

一

法
第
二
条
第
六
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
施
設

全
て
の
本
線
の
高
架
式
構
造

一

法
第
二
条
第
五
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
施
設

す
べ
て
の
本
線
の
高
架
式
構

又
は
地
下
式
構
造
へ
の
変
更
に
伴
う
旅
客
施
設
の
改
良
、
旅
客
施
設
の
移
設
そ

造
又
は
地
下
式
構
造
へ
の
変
更
に
伴
う
旅
客
施
設
の
改
良
、
旅
客
施
設
の
移
設

の
他
の
全
面
的
な
改
良

そ
の
他
の
全
面
的
な
改
良

二

法
第
二
条
第
六
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
施
設

旅
客
の
乗
降
、
待
合
い

二

法
第
二
条
第
五
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
施
設

旅
客
の
乗
降
、
待
合
い

そ
の
他
の
用
に
供
す
る
施
設
の
構
造
の
変
更
で
あ
っ
て
、
当
該
変
更
に
係
る
部

そ
の
他
の
用
に
供
す
る
施
設
の
構
造
の
変
更
で
あ
っ
て
、
当
該
変
更
に
係
る
部

分
の
敷
地
面
積
（
建
築
物
に
該
当
す
る
部
分
に
あ
っ
て
は
、
床
面
積
）
の
合
計

分
の
敷
地
面
積
（
建
築
物
に
該
当
す
る
部
分
に
あ
っ
て
は
、
床
面
積
）
の
合
計

が
当
該
施
設
の
延
べ
面
積
の
二
分
の
一
以
上
で
あ
る
も
の

が
当
該
施
設
の
延
べ
面
積
の
二
分
の
一
以
上
で
あ
る
も
の

（
旅
客
施
設
の
建
設
又
は
大
規
模
な
改
良
の
届
出
）

（
旅
客
施
設
の
建
設
又
は
大
規
模
な
改
良
の
届
出
）

第
五
条

法
第
九
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
旅
客
施
設
の
建
設
又
は
大
規
模
な

第
五
条

法
第
九
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
旅
客
施
設
の
建
設
又
は
大
規
模
な

改
良
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
建
設
又
は
大
規
模
な
改
良
の
工
事
の

改
良
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
建
設
又
は
大
規
模
な
改
良
の
工
事
の

開
始
の
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土

開
始
の
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土

交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
旅
客
施
設
の
法
第
二
条
第
六
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分

二

当
該
旅
客
施
設
の
法
第
二
条
第
五
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
移
動
等
円
滑
化
取
組
計
画
書
）

（
移
動
等
円
滑
化
取
組
計
画
書
）

第
六
条
の
三

公
共
交
通
事
業
者
等
（
前
条
の
要
件
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）
は

第
六
条
の
三

公
共
交
通
事
業
者
等
（
前
条
の
要
件
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）
は

、
毎
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
公
共
交
通
事
業
者
等
の

、
毎
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
公
共
交
通
事
業
者
等
の

区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
国
土
交
通
大
臣
又
は
地
方
支
分
部
局
の
長

区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
国
土
交
通
大
臣
又
は
地
方
支
分
部
局
の
長

に
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
移
動
等
円
滑
化
取
組
計
画
書
を
提
出

に
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
移
動
等
円
滑
化
取
組
計
画
書
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
二
条
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲

当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の

一

法
第
二
条
第
四
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲

当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の

げ
る
者

主
た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る

げ
る
者

主
た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る

地
方
運
輸
局
長

地
方
運
輸
局
長
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二

法
第
二
条
第
五
号
ホ
に
掲
げ
る
者

当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の

二

法
第
二
条
第
四
号
ホ
に
掲
げ
る
者

当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の

主
た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る

主
た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る

地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理

地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理

部
長
を
含
む
。
）

部
長
を
含
む
。
）

三

法
第
二
条
第
五
号
ヘ
に
掲
げ
る
者
（
特

国
土
交
通
大
臣

三

法
第
二
条
第
四
号
ヘ
に
掲
げ
る
者
（
特

国
土
交
通
大
臣

定
本
邦
航
空
運
送
事
業
者
（
航
空
法
施
行

定
本
邦
航
空
運
送
事
業
者
（
航
空
法
施
行

規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十

規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十

六
号
）
第
二
百
四
十
条
第
一
項
第
二
号
に

六
号
）
第
二
百
四
十
条
第
一
項
第
二
号
に

規
定
す
る
特
定
本
邦
航
空
運
送
事
業
者
を

規
定
す
る
特
定
本
邦
航
空
運
送
事
業
者
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
限
る
。
）

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
限
る
。
）

四

法
第
二
条
第
五
号
ヘ
に
掲
げ
る
者
（
前

当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の

四

法
第
二
条
第
四
号
ヘ
に
掲
げ
る
者
（
前

当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の

号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
又
は
同
号
ト

主
た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る

号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
又
は
同
号
ト

主
た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る

に
掲
げ
る
者
の
う
ち
同
条
第
六
号
ホ
に
掲

地
方
航
空
局
長

に
掲
げ
る
者
の
う
ち
同
条
第
五
号
ホ
に
掲

地
方
航
空
局
長

げ
る
施
設
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す
る
も

げ
る
施
設
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す
る
も

の

の

五

法
第
二
条
第
五
号
ト
に
掲
げ
る
者
の
う

当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の

五

法
第
二
条
第
四
号
ト
に
掲
げ
る
者
の
う

当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の

ち
同
条
第
六
号
ニ
に
掲
げ
る
施
設
を
設
置

主
た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る

ち
同
条
第
五
号
ニ
に
掲
げ
る
施
設
を
設
置

主
た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る

し
、
又
は
管
理
す
る
も
の

地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道

し
、
又
は
管
理
す
る
も
の

地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道

開
発
局
長

開
発
局
長

（
移
動
等
円
滑
化
困
難
旅
客
施
設
の
認
定
の
申
請
等
）

（
移
動
等
円
滑
化
困
難
旅
客
施
設
の
認
定
の
申
請
等
）

第
十
二
条
の
二

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
移
動
等
円
滑
化
困
難

第
十
二
条
の
二

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
移
動
等
円
滑
化
困
難

旅
客
施
設
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

旅
客
施
設
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
旅
客
施
設
の
法
第
二
条
第
六
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分

二

当
該
旅
客
施
設
の
法
第
二
条
第
五
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
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三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
令
第
二
十
六
条
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
経
路
）

（
令
第
二
十
五
条
第
一
号
柱
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
経
路
）

第
十
四
条
の
二

令
第
二
十
六
条
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
経
路
は
、
移

第
十
四
条
の
二

令
第
二
十
五
条
第
一
号
柱
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
経
路
は

動
等
円
滑
化
さ
れ
た
経
路
（
令
第
二
十
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
生
活
関
連
旅
客

、
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
旅
客
施
設
又
は
車
両
等
の
構
造
及
び
設
備
に

施
設
に
隣
接
す
る
も
の
と
の
間
の
経
路
を
除
く
。
）
と
す
る
。

関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
一
号
。
以
下

「
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
経
路
（
令
第
二
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
生
活
関
連

旅
客
施
設
に
隣
接
す
る
も
の
と
の
間
の
経
路
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
令
第
二
十
六
条
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
一
般
交

（
令
第
二
十
五
条
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
一
般
交

通
用
施
設
）

通
用
施
設
）

第
十
四
条
の
三

令
第
二
十
六
条
第
一
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
生
活
関
連

第
十
四
条
の
三

令
第
二
十
五
条
第
一
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
生
活
関
連

経
路
を
構
成
す
る
一
般
交
通
用
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

経
路
を
構
成
す
る
一
般
交
通
用
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
生
活
関
連
経
路
を
構
成
す
る
道
路
法
に
よ
る

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
生
活
関
連
経
路
を
構
成
す
る
道
路
法
に
よ
る

道
路
に
接
し
、
か
つ
、
令
第
二
十
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
生
活
関
連
旅
客
施

道
路
に
接
し
、
か
つ
、
令
第
二
十
五
条
第
一
号
柱
書
の
生
活
関
連
旅
客
施
設
の

設
の
出
入
口
に
接
す
る
一
般
交
通
用
施
設
の
う
ち
、
移
動
等
円
滑
化
の
措
置
が

出
入
口
に
接
す
る
一
般
交
通
用
施
設
の
う
ち
、
移
動
等
円
滑
化
の
措
置
が
と
ら

と
ら
れ
、
又
は
と
ら
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
と
認
め
て
、
市
町
村
が
移
動
等

れ
、
又
は
と
ら
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
と
認
め
て
、
市
町
村
が
移
動
等
円
滑

円
滑
化
促
進
方
針
に
お
い
て
指
定
す
る
も
の

化
促
進
方
針
に
お
い
て
指
定
す
る
も
の

２

令
第
二
十
六
条
第
二
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
生
活
関
連
経
路
を
構
成

２

令
第
二
十
五
条
第
二
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
生
活
関
連
経
路
を
構
成

す
る
一
般
交
通
用
施
設
は
、
同
号
の
生
活
関
連
経
路
を
構
成
す
る
道
路
法
に
よ
る

す
る
一
般
交
通
用
施
設
は
、
同
号
柱
書
の
生
活
関
連
経
路
を
構
成
す
る
道
路
法
に

道
路
に
接
し
、
か
つ
、
生
活
関
連
旅
客
施
設
の
出
入
口
に
接
す
る
一
般
交
通
用
施

よ
る
道
路
に
接
し
、
か
つ
、
生
活
関
連
旅
客
施
設
の
出
入
口
に
接
す
る
一
般
交
通

設
（
道
路
法
に
よ
る
道
路
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
移
動
等
円
滑
化
の
措
置
が
と
ら

用
施
設
（
道
路
法
に
よ
る
道
路
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
移
動
等
円
滑
化
の
措
置
が

れ
、
又
は
と
ら
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
と
認
め
て
、
市
町
村
が
移
動
等
円
滑
化

と
ら
れ
、
又
は
と
ら
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
と
認
め
て
、
市
町
村
が
移
動
等
円

促
進
方
針
に
お
い
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

滑
化
促
進
方
針
に
お
い
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
令
第
二
十
六
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
指
定
）

（
令
第
二
十
五
条
第
二
号
柱
書
に
規
定
す
る
市
町
村
に
よ
る
指
定
）

第
十
四
条
の
四

令
第
二
十
六
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
指
定
は
、

第
十
四
条
の
四

令
第
二
十
五
条
第
二
号
柱
書
の
市
町
村
が
行
う
指
定
は
、
同
号
イ
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同
号
イ
に
掲
げ
る
施
設
の
出
入
口
又
は
同
号
ロ
に
掲
げ
る
施
設
の
出
入
口
そ
の
他

に
掲
げ
る
施
設
の
出
入
口
又
は
同
号
ロ
に
掲
げ
る
施
設
の
出
入
口
そ
の
他
の
通
行

の
通
行
の
用
に
供
す
る
部
分
に
接
す
る
部
分
で
あ
っ
て
、
生
活
関
連
旅
客
施
設
を

の
用
に
供
す
る
部
分
に
接
す
る
部
分
で
あ
っ
て
、
生
活
関
連
旅
客
施
設
を
利
用
す

利
用
す
る
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
通
常
利
用
す
る
部
分
に
つ
い
て
、
移
動
等
円
滑

る
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
通
常
利
用
す
る
部
分
に
つ
い
て
、
移
動
等
円
滑
化
促
進

化
促
進
方
針
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

方
針
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
行
為
の
届
出
）

（
行
為
の
届
出
）

第
十
四
条
の
五

法
第
二
十
四
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
第
五
号
の

第
十
四
条
の
五

法
第
二
十
四
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
第
五
号
の

二
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

二
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
書
類
又
は
図
面
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

れ
次
に
定
め
る
書
類
又
は
図
面
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

令
第
二
十
六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為

行
為
の
内
容
を
示
す
旅
客
施
設
の

一

令
第
二
十
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為

行
為
の
内
容
を
示
す
旅
客
施
設
の

構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
書
類
及
び
図
面

構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
書
類
及
び
図
面

二

令
第
二
十
六
条
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為

平
面
図
、
縦
断
図
、
横
断
定
規
図

二

令
第
二
十
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為

平
面
図
、
縦
断
図
、
横
断
定
規
図

そ
の
他
必
要
な
図
面

そ
の
他
必
要
な
図
面

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
十
四
条
の
七

法
第
二
十
四
条
の
六
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は

第
十
四
条
の
七

法
第
二
十
四
条
の
六
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
設
計
又
は
施
行
方
法
の
う
ち
、
そ
の
変
更
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
届
出
に
係
る

、
設
計
又
は
施
行
方
法
の
う
ち
、
そ
の
変
更
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
届
出
に
係
る

行
為
が
令
第
二
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
し
な
く
な
る
も
の
以
外
の
も

行
為
が
令
第
二
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
し
な
く
な
る
も
の
以
外
の
も

の
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

の
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

の
な
い
意
匠
の
変
更
そ
の
他
の
軽
微
な
変
更
を
除
く
。
）
と
す
る
。

の
な
い
意
匠
の
変
更
そ
の
他
の
軽
微
な
変
更
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
公
共
交
通
特
定
事
業
計
画
の
認
定
申
請
）

（
公
共
交
通
特
定
事
業
計
画
の
認
定
申
請
）

第
十
五
条

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
共
交
通
特
定
事
業
計
画
の
認

第
十
五
条

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
共
交
通
特
定
事
業
計
画
の
認

定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交

定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交

通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

公
共
交
通
特
定
事
業
を
実
施
す
る
特
定
旅
客
施
設
の
法
第
二
条
第
六
号
イ
か

二

公
共
交
通
特
定
事
業
を
実
施
す
る
特
定
旅
客
施
設
の
法
第
二
条
第
五
号
イ
か

ら
ホ
ま
で
に
規
定
す
る
区
分
並
び
に
名
称
及
び
位
置
又
は
公
共
交
通
特
定
事
業

ら
ホ
ま
で
に
規
定
す
る
区
分
並
び
に
名
称
及
び
位
置
又
は
公
共
交
通
特
定
事
業

を
実
施
す
る
特
定
車
両
の
車
種
、
台
数
及
び
運
行
を
予
定
す
る
路
線

を
実
施
す
る
特
定
車
両
の
車
種
、
台
数
及
び
運
行
を
予
定
す
る
路
線

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）
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２

（
略
）

２

（
略
）

（
移
動
等
円
滑
化
実
績
等
報
告
書
）

（
移
動
等
円
滑
化
実
績
等
報
告
書
）

第
二
十
三
条

公
共
交
通
事
業
者
等
は
、
毎
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
次
の
表
の
上

第
二
十
三
条

公
共
交
通
事
業
者
等
は
、
毎
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
公
共
交
通
事
業
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
地
方

欄
に
掲
げ
る
公
共
交
通
事
業
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
地
方

支
分
部
局
の
長
に
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
移
動
等
円
滑
化
実
績

支
分
部
局
の
長
に
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
移
動
等
円
滑
化
実
績

等
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
六
条
の
三
の
移
動
等
円

等
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
六
条
の
三
の
移
動
等
円

滑
化
取
組
計
画
書
及
び
第
六
条
の
四
の
移
動
等
円
滑
化
取
組
報
告
書
を
提
出
し
た

滑
化
取
組
計
画
書
及
び
第
六
条
の
四
の
移
動
等
円
滑
化
取
組
報
告
書
を
提
出
し
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

法
第
二
条
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲

当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の

一

法
第
二
条
第
四
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲

当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の

げ
る
者
又
は
同
号
ト
に
掲
げ
る
者
の
う
ち

主
た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る

げ
る
者
又
は
同
号
ト
に
掲
げ
る
者
の
う
ち

主
た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る

同
条
第
六
号
イ
に
掲
げ
る
施
設
を
設
置
し

地
方
運
輸
局
長

同
条
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
施
設
を
設
置
し

地
方
運
輸
局
長

、
又
は
管
理
す
る
も
の

、
又
は
管
理
す
る
も
の

二

法
第
二
条
第
五
号
ホ
に
掲
げ
る
者

当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の

二

法
第
二
条
第
四
号
ホ
に
掲
げ
る
者

当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の

主
た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る

主
た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る

地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理

地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理

部
長
を
含
む
。
）

部
長
を
含
む
。
）

三

法
第
二
条
第
五
号
ヘ
に
掲
げ
る
者
又
は

当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の

三

法
第
二
条
第
四
号
ヘ
に
掲
げ
る
者
又
は

当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の

同
号
ト
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
同
条
第
六
号

主
た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る

同
号
ト
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
同
条
第
五
号

主
た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る

ホ
に
掲
げ
る
施
設
を
設
置
し
、
又
は
管
理

地
方
航
空
局
長

ホ
に
掲
げ
る
施
設
を
設
置
し
、
又
は
管
理

地
方
航
空
局
長

す
る
も
の

す
る
も
の

四

法
第
二
条
第
五
号
ト
に
掲
げ
る
者
の
う

当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の

四

法
第
二
条
第
四
号
ト
に
掲
げ
る
者
の
う

当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の

ち
同
条
第
六
号
ニ
に
掲
げ
る
施
設
を
設
置

主
た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る

ち
同
条
第
五
号
ニ
に
掲
げ
る
施
設
を
設
置

主
た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る

し
、
又
は
管
理
す
る
も
の

地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道

し
、
又
は
管
理
す
る
も
の

地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道

開
発
局
長

開
発
局
長
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（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
六
条

法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
の
表
の
権
限
の

第
二
十
六
条

法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
の
表
の
権
限
の

欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
地
方
支
分
部
局
の
長
の
欄
に
掲
げ
る
地

欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
地
方
支
分
部
局
の
長
の
欄
に
掲
げ
る
地

方
支
分
部
局
の
長
に
委
任
す
る
。

方
支
分
部
局
の
長
に
委
任
す
る
。

権
限

地
方
支
分
部
局
の
長

権
限

地
方
支
分
部
局
の
長

一

法
第
九
条
第
二
項

イ

法
第
二
条
第
六
号
ハ

当
該
施
設
の
所
在
地

一

法
第
九
条
第
二
項

イ

法
第
二
条
第
五
号
ハ

当
該
施
設
の
所
在
地

の
規
定
に
よ
る
届
出

に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち

を
管
轄
す
る
地
方
運

の
規
定
に
よ
る
届
出

に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち

を
管
轄
す
る
地
方
運

の
受
理

専
用
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

輸
局
長

の
受
理

専
用
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

輸
局
長

（
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル

（
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル

法
（
昭
和
三
十
四
年
法

法
（
昭
和
三
十
四
年
法

律
第
百
三
十
六
号
）
第

律
第
百
三
十
六
号
）
第

二
条
第
七
項
に
規
定
す

二
条
第
七
項
に
規
定
す

る
専
用
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ

る
専
用
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ

ル
を
い
う
。
以
下
同
じ

ル
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
に
係
る
も
の

。
）
に
係
る
も
の

ロ

法
第
二
条
第
六
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ロ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
又

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

業
者
で
あ
る
も
の
に
限

業
者
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
も
の

る
。
）
に
係
る
も
の

ハ

法
第
二
条
第
六
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ハ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整
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施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
又

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

業
者
で
あ
る
も
の
を
除

業
者
で
あ
る
も
の
を
除

く
。
）
に
係
る
も
の

く
。
）
に
係
る
も
の

ニ

法
第
二
条
第
六
号
ホ

当
該
施
設
の
所
在
地

ニ

法
第
二
条
第
五
号
ホ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
に
係
る

を
管
轄
す
る
地
方
航

に
掲
げ
る
施
設
に
係
る

を
管
轄
す
る
地
方
航

も
の

空
局
長

も
の

空
局
長

二

法
第
九
条
第
三
項

イ

法
第
二
条
第
六
号
ハ

当
該
施
設
の
所
在
地

二

法
第
九
条
第
三
項

イ

法
第
二
条
第
五
号
ハ

当
該
施
設
の
所
在
地

の
規
定
に
よ
る
命
令

に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち

を
管
轄
す
る
地
方
運

の
規
定
に
よ
る
命
令

に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち

を
管
轄
す
る
地
方
運

専
用
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

輸
局
長

専
用
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

輸
局
長

に
係
る
も
の

に
係
る
も
の

ロ

乗
合
バ
ス
車
両
、
貸

当
該
乗
合
バ
ス
車
両

ロ

乗
合
バ
ス
車
両
（
公

当
該
乗
合
バ
ス
車
両

切
バ
ス
車
両
又
は
福
祉

、
貸
切
バ
ス
車
両
又

共
交
通
移
動
等
円
滑
化

、
貸
切
バ
ス
車
両
又

タ
ク
シ
ー
車
両
（
公
共

は
福
祉
タ
ク
シ
ー
車

基
準
省
令
第
一
条
第
一

は
福
祉
タ
ク
シ
ー
車

交
通
移
動
等
円
滑
化
基

両
の
使
用
の
本
拠
を

項
第
十
三
号
に
規
定
す

両
の
使
用
の
本
拠
を

準
省
令
第
二
条
第
一
項

管
轄
す
る
地
方
運
輸

る
乗
合
バ
ス
車
両
を
い

管
轄
す
る
地
方
運
輸

第
十
四
号
に
規
定
す
る

局
長

う
。
以
下
同
じ
。
）
、

局
長

福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両
を

貸
切
バ
ス
車
両
（
公
共

い
う
。
以
下
同
じ
。
）

交
通
移
動
等
円
滑
化
基

に
係
る
も
の

準
省
令
第
一
条
第
一
項

第
十
三
号
の
二
に
規
定

す
る
貸
切
バ
ス
車
両
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
福
祉
タ
ク
シ
ー
車

両
（
公
共
交
通
移
動
等
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円
滑
化
基
準
省
令
第
一

条
第
一
項
第
十
四
号
に

規
定
す
る
福
祉
タ
ク
シ

ー
車
両
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
係
る
も
の

ハ

法
第
二
条
第
六
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ハ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
又

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

業
者
で
あ
る
も
の
に
限

業
者
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
も
の

る
。
）
に
係
る
も
の

ニ

法
第
二
条
第
六
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ニ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
又

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

業
者
で
あ
る
も
の
を
除

業
者
で
あ
る
も
の
を
除

く
。
）
に
係
る
も
の

く
。
）
に
係
る
も
の

ホ

船
舶
に
係
る
も
の

当
該
船
舶
の
航
路
の

ホ

船
舶
（
公
共
交
通
移

当
該
船
舶
の
航
路
の

拠
点
を
管
轄
す
る
地

動
等
円
滑
化
基
準
省
令

拠
点
を
管
轄
す
る
地

方
運
輸
局
長
（
運
輸

第
一
条
第
一
項
第
十
五

方
運
輸
局
長
（
運
輸

監
理
部
長
を
含
む
。

号
に
規
定
す
る
船
舶
を

監
理
部
長
を
含
む
。

）

い
う
。
以
下
同
じ
。
）

）

に
係
る
も
の
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ヘ

法
第
二
条
第
六
号
ホ

当
該
施
設
の
所
在
地

ヘ

法
第
二
条
第
五
号
ホ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
に
係
る

を
管
轄
す
る
地
方
航

に
掲
げ
る
施
設
に
係
る

を
管
轄
す
る
地
方
航

も
の

空
局
長

も
の

空
局
長

三

法
第
九
条
の
三
の

イ

法
第
二
条
第
六
号
イ

当
該
施
設
の
所
在
地

三

法
第
九
条
の
三
の

イ

法
第
二
条
第
五
号
イ

当
該
施
設
の
所
在
地

指
導
及
び
助
言
並
び

に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち

を
管
轄
す
る
地
方
運

規
定
に
よ
る
指
導
及

に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち

を
管
轄
す
る
地
方
運

に
法
第
九
条
の
七
第

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六

輸
局
長

び
助
言
並
び
に
法
第

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六

輸
局
長

一
項
の
勧
告
及
び
同

十
一
年
法
律
第
九
十
二

九
条
の
七
第
一
項
の

十
一
年
法
律
第
九
十
二

条
第
二
項
の
規
定
に

号
）
第
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
勧
告
及

号
）
第
八
条
第
一
項
の

よ
る
公
表

認
可
に
係
る
も
の
以
外

び
同
条
第
二
項
の
規

認
可
に
係
る
も
の
以
外

の
も
の
又
は
同
号
ハ
に

定
に
よ
る
公
表

の
も
の
又
は
法
第
二
条

掲
げ
る
施
設
の
う
ち
専

第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
施

用
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
に

設
の
う
ち
専
用
バ
ス
タ

係
る
も
の

ー
ミ
ナ
ル
に
係
る
も
の

ロ

鉄
道
車
両
の
う
ち
鉄

当
該
鉄
道
車
両
、
乗

ロ

鉄
道
車
両
（
公
共
交

当
該
鉄
道
車
両
、
乗

道
事
業
法
第
十
三
条
第

合
バ
ス
車
両
、
貸
切

通
移
動
等
円
滑
化
基
準

合
バ
ス
車
両
、
貸
切

一
項
の
確
認
（
鉄
道
事

バ
ス
車
両
又
は
福
祉

省
令
第
一
条
第
一
項
第

バ
ス
車
両
又
は
福
祉

業
法
施
行
規
則
（
昭
和

タ
ク
シ
ー
車
両
の
使

十
一
号
に
規
定
す
る
鉄

タ
ク
シ
ー
車
両
の
使

六
十
二
年
運
輸
省
令
第

用
の
本
拠
を
管
轄
す

道
車
両
を
い
う
。
）
の

用
の
本
拠
を
管
轄
す

六
号
）
第
二
十
条
第
二

る
地
方
運
輸
局
長

う
ち
鉄
道
事
業
法
第
十

る
地
方
運
輸
局
長

項
及
び
第
三
項
に
規
定

三
条
第
一
項
の
確
認
（

す
る
も
の
に
限
る
。
）

鉄
道
事
業
法
施
行
規
則

に
係
る
も
の
、
乗
合
バ

（
昭
和
六
十
二
年
運
輸

ス
車
両
に
係
る
も
の
、

省
令
第
六
号
）
第
二
十

貸
切
バ
ス
車
両
に
係
る

条
第
二
項
及
び
第
三
項

も
の
又
は
福
祉
タ
ク
シ

に
規
定
す
る
も
の
に
限

ー
車
両
に
係
る
も
の

る
。
）
に
係
る
も
の
、

乗
合
バ
ス
車
両
に
係
る
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も
の
、
貸
切
バ
ス
車
両

に
係
る
も
の
又
は
福
祉

タ
ク
シ
ー
車
両
に
係
る

も
の

ハ

法
第
二
条
第
六
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ハ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
又

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

業
者
で
あ
る
も
の
に
限

業
者
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
も
の

る
。
）
に
係
る
も
の

ニ

法
第
二
条
第
六
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ニ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
又

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

業
者
で
あ
る
も
の
を
除

業
者
で
あ
る
も
の
を
除

く
。
）
に
係
る
も
の

く
。
）
に
係
る
も
の

ホ

（
略
）

（
略
）

ホ

（
略
）

（
略
）

ヘ

法
第
二
条
第
六
号
ホ

当
該
施
設
の
所
在
地

ヘ

法
第
二
条
第
五
号
ホ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
に
係
る

を
管
轄
す
る
地
方
航

に
掲
げ
る
施
設
に
係
る

を
管
轄
す
る
地
方
航

も
の

空
局
長

も
の

空
局
長

ト

特
定
本
邦
航
空
運
送

当
該
航
空
機
を
使
用

ト

特
定
本
邦
航
空
運
送

当
該
航
空
機
を
使
用
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事
業
者
の
使
用
航
空
機

す
る
本
邦
航
空
運
送

事
業
者
の
使
用
航
空
機

す
る
本
邦
航
空
運
送

以
外
の
航
空
機
（
公
共

事
業
者
の
主
た
る
事

以
外
の
航
空
機
（
公
共

事
業
者
の
主
た
る
事

交
通
移
動
等
円
滑
化
基

務
所
を
管
轄
す
る
地

交
通
移
動
等
円
滑
化
基

務
所
を
管
轄
す
る
地

準
省
令
第
二
条
第
一
項

方
航
空
局
長

準
省
令
第
一
条
第
十
六

方
航
空
局
長

第
十
六
号
に
規
定
す
る

号
に
規
定
す
る
航
空
機

航
空
機
を
い
う
。
）
に

を
い
う
。
）
に
係
る
も

係
る
も
の

の

四

法
第
二
十
二
条
の

イ

法
第
二
条
第
六
号
イ

当
該
施
設
の
所
在
地

四

法
第
二
十
二
条
の

イ

法
第
二
条
第
五
号
イ

当
該
施
設
の
所
在
地

二
第
一
項
の
移
動
等

に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち

を
管
轄
す
る
地
方
運

二
第
一
項
の
移
動
等

に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち

を
管
轄
す
る
地
方
運

円
滑
化
困
難
旅
客
施

鉄
道
事
業
法
第
八
条
第

輸
局
長

円
滑
化
困
難
旅
客
施

鉄
道
事
業
法
第
八
条
第

輸
局
長

設
の
認
定
並
び
に
同

一
項
の
認
可
に
係
る
も

設
の
認
定
並
び
に
同

一
項
の
認
可
に
係
る
も

条
第
二
項
の
認
定
及

の
以
外
の
も
の
又
は
同

条
第
二
項
の
認
定
及

の
以
外
の
も
の
又
は
法

び
同
条
第
五
項
に
お

号
ハ
に
掲
げ
る
施
設
の

び
同
条
第
五
項
に
お

第
二
条
第
五
号
ハ
に
掲

い
て
準
用
す
る
第
十

う
ち
専
用
バ
ス
タ
ー
ミ

い
て
準
用
す
る
第
十

げ
る
施
設
の
う
ち
専
用

八
条
第
二
項
の
変
更

ナ
ル
に
係
る
も
の

八
条
第
二
項
の
変
更

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
係

の
認
定

の
認
定

る
も
の

ロ

法
第
二
条
第
六
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ロ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
又

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

業
者
で
あ
る
も
の
に
限

業
者
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
も
の

る
。
）
に
係
る
も
の

ハ

法
第
二
条
第
六
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ハ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道
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管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
又

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

業
者
で
あ
る
も
の
を
除

業
者
で
あ
る
も
の
を
除

く
。
）
に
係
る
も
の

く
。
）
に
係
る
も
の

ニ

法
第
二
条
第
六
号
ホ

当
該
施
設
の
所
在
地

ニ

法
第
二
条
第
五
号
ホ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
に
係
る

を
管
轄
す
る
地
方
航

に
掲
げ
る
施
設
に
係
る

を
管
轄
す
る
地
方
航

も
の

空
局
長

も
の

空
局
長

五

法
第
二
十
四
条
の

イ

法
第
二
条
第
六
号
イ

当
該
施
設
の
所
在
地

五

法
第
二
十
四
条
の

イ

法
第
二
条
第
五
号
イ

当
該
施
設
の
所
在
地

六
第
五
項
の
規
定
に

に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち

を
管
轄
す
る
地
方
運

六
第
五
項
の
勧
告

に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち

を
管
轄
す
る
地
方
運

よ
る
勧
告

鉄
道
事
業
法
第
八
条
第

輸
局
長

鉄
道
事
業
法
第
八
条
第

輸
局
長

一
項
の
認
可
に
係
る
も

一
項
の
認
可
に
係
る
も

の
以
外
の
も
の
又
は
同

の
以
外
の
も
の
又
は
法

号
ハ
に
掲
げ
る
施
設
の

第
二
条
第
五
号
ハ
に
掲

う
ち
専
用
バ
ス
タ
ー
ミ

げ
る
施
設
の
う
ち
専
用

ナ
ル
に
係
る
も
の

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
係

る
も
の

ロ

法
第
二
条
第
六
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ロ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
又

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

業
者
で
あ
る
も
の
に
限

業
者
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
も
の

る
。
）
に
係
る
も
の

ハ

法
第
二
条
第
六
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ハ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地



- 17 -

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
又

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

業
者
で
あ
る
も
の
を
除

業
者
で
あ
る
も
の
を
除

く
。
）
に
係
る
も
の

く
。
）
に
係
る
も
の

ニ

法
第
二
条
第
六
号
ホ

当
該
施
設
の
所
在
地

ニ

法
第
二
条
第
五
号
ホ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
に
係
る

を
管
轄
す
る
地
方
航

に
掲
げ
る
施
設
に
係
る

を
管
轄
す
る
地
方
航

も
の

空
局
長

も
の

空
局
長

六

法
第
二
十
九
条
第

イ

法
第
二
条
第
六
号
イ

当
該
施
設
の
所
在
地

六

法
第
二
十
九
条
第

イ

法
第
二
条
第
五
号
イ

当
該
施
設
の
所
在
地

一
項
の
規
定
に
よ
る

に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち

を
管
轄
す
る
地
方
運

一
項
の
申
請
の
受
理

に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち

を
管
轄
す
る
地
方
運

申
請
の
受
理
、
同
条

鉄
道
事
業
法
第
八
条
第

輸
局
長

、
同
条
第
二
項
の
認

鉄
道
事
業
法
第
八
条
第

輸
局
長

第
二
項
の
認
定
、
同

一
項
の
認
可
に
係
る
も

定
、
同
条
第
三
項
の

一
項
の
認
可
に
係
る
も

条
第
三
項
の
規
定
に

の
以
外
の
も
の
又
は
同

変
更
の
認
定
及
び
同

の
以
外
の
も
の
又
は
法

よ
る
変
更
の
認
定
及

号
ハ
に
掲
げ
る
施
設
の

条
第
五
項
の
認
定
の

第
二
条
第
五
号
ハ
に
掲

び
同
条
第
五
項
の
規

う
ち
専
用
バ
ス
タ
ー
ミ

取
消
し

げ
る
施
設
の
う
ち
専
用

定
に
よ
る
認
定
の
取

ナ
ル
に
係
る
も
の

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
係

消
し

る
も
の

ロ

（
略
）

（
略
）

ロ

（
略
）

（
略
）

ハ

法
第
二
条
第
六
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ハ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
又

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

は
旅
客
不
定
期
航
路
事
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業
者
で
あ
る
も
の
に
限

業
者
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
も
の

る
。
）
に
係
る
も
の

ニ

法
第
二
条
第
六
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ニ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
又

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

業
者
で
あ
る
も
の
を
除

業
者
で
あ
る
も
の
を
除

く
。
）
に
係
る
も
の

く
。
）
に
係
る
も
の

ホ

法
第
二
条
第
六
号
ホ

当
該
施
設
の
所
在
地

ホ

法
第
二
条
第
五
号
ホ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
に
係
る

を
管
轄
す
る
地
方
航

に
掲
げ
る
施
設
に
係
る

を
管
轄
す
る
地
方
航

も
の

空
局
長

も
の

空
局
長

七

法
第
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
及

市
町
村
の
区
域
を
管

七

法
第
三
十
二
条
第
三
項
の
協
議
及
び
同
意

市
町
村
の
区
域
を
管

び
同
意

轄
す
る
地
方
整
備
局

轄
す
る
地
方
整
備
局

長
又
は
北
海
道
開
発

長
又
は
北
海
道
開
発

局
長

局
長

八

法
第
三
十
八
条
第

イ

法
第
二
条
第
六
号
イ

当
該
施
設
の
所
在
地

八

法
第
三
十
八
条
第

イ

法
第
二
条
第
五
号
イ

当
該
施
設
の
所
在
地

二
項
の
規
定
に
よ
る

に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち

を
管
轄
す
る
地
方
運

二
項
の
通
知
の
受
理

に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち

を
管
轄
す
る
地
方
運

通
知
の
受
理
及
び
同

鉄
道
事
業
法
第
八
条
第

輸
局
長

及
び
同
条
第
三
項
の

鉄
道
事
業
法
第
八
条
第

輸
局
長

条
第
三
項
の
規
定
に

一
項
の
認
可
に
係
る
も

勧
告

一
項
の
認
可
に
係
る
も

よ
る
勧
告

の
以
外
の
も
の
又
は
同

の
以
外
の
も
の
又
は
法

号
ハ
に
掲
げ
る
施
設
の

第
二
条
第
五
号
ハ
に
掲

う
ち
専
用
バ
ス
タ
ー
ミ

げ
る
施
設
の
う
ち
専
用

ナ
ル
に
係
る
も
の

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
係

る
も
の



- 19 -

ロ

（
略
）

（
略
）

ロ

（
略
）

（
略
）

ハ

法
第
二
条
第
六
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ハ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
又

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

業
者
で
あ
る
も
の
に
限

業
者
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
も
の

る
。
）
に
係
る
も
の

ニ

法
第
二
条
第
六
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ニ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
又

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

業
者
で
あ
る
も
の
を
除

業
者
で
あ
る
も
の
を
除

く
。
）
に
係
る
も
の

く
。
）
に
係
る
も
の

ホ

法
第
二
条
第
六
号
ホ

当
該
施
設
の
所
在
地

ホ

法
第
二
条
第
五
号
ホ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
に
係
る

を
管
轄
す
る
地
方
航

に
掲
げ
る
施
設
に
係
る

を
管
轄
す
る
地
方
航

も
の

空
局
長

も
の

空
局
長

九

法
第
三
十
八
条
第

イ

法
第
二
条
第
六
号
ハ

当
該
施
設
の
所
在
地

九

法
第
三
十
八
条
第

イ

法
第
二
条
第
五
号
ハ

当
該
施
設
の
所
在
地

四
項
の
規
定
に
よ
る

に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち

を
管
轄
す
る
地
方
運

四
項
の
命
令

に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち

を
管
轄
す
る
地
方
運

命
令

専
用
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

輸
局
長

専
用
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

輸
局
長

に
係
る
も
の

に
係
る
も
の
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ロ

（
略
）

（
略
）

ロ

（
略
）

（
略
）

ハ

法
第
二
条
第
六
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ハ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
又

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

業
者
で
あ
る
も
の
に
限

業
者
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
も
の

る
。
）
に
係
る
も
の

ニ

法
第
二
条
第
六
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ニ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
又

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

業
者
で
あ
る
も
の
を
除

業
者
で
あ
る
も
の
を
除

く
。
）
に
係
る
も
の

く
。
）
に
係
る
も
の

ホ

法
第
二
条
第
六
号
ホ

当
該
施
設
の
所
在
地

ホ

法
第
二
条
第
五
号
ホ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
に
係
る

を
管
轄
す
る
地
方
航

に
掲
げ
る
施
設
に
係
る

を
管
轄
す
る
地
方
航

も
の

空
局
長

も
の

空
局
長

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
書
類
の
経
由
）

（
書
類
の
経
由
）

第
二
十
七
条

第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通

第
二
十
七
条

第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通

大
臣
に
提
出
す
べ
き
申
請
書
の
う
ち
、
法
第
二
条
第
六
号
イ
に
掲
げ
る
施
設
の
う

大
臣
に
提
出
す
べ
き
申
請
書
の
う
ち
、
法
第
二
条
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
施
設
の
う

ち
鉄
道
事
業
法
第
八
条
第
一
項
の
認
可
に
係
る
も
の
、
同
号
ロ
に
掲
げ
る
施
設
及

ち
鉄
道
事
業
法
第
八
条
第
一
項
の
認
可
に
係
る
も
の
、
法
第
二
条
第
五
号
ロ
に
掲
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び
同
号
ハ
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
一
般
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
係
る
も
の
は
、
当
該

げ
る
施
設
及
び
法
第
二
条
第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
一
般
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ

施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

ル
に
係
る
も
の
は
、
当
該
施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
を
経
由
し

な
い
。

て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
す
べ
き
移
動
等
円
滑
化
実
績

３

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
す
べ
き
移
動
等
円
滑
化
実
績

等
報
告
書
の
う
ち
、
乗
合
バ
ス
車
両
、
貸
切
バ
ス
車
両
又
は
福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両

等
報
告
書
の
う
ち
、
乗
合
バ
ス
車
両
、
貸
切
バ
ス
車
両
又
は
福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両

に
係
る
も
の
は
、
法
第
二
条
第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
者
の
主
た
る
事
務
所
を
管
轄
す

に
係
る
も
の
は
、
法
第
二
条
第
四
号
ハ
に
掲
げ
る
者
の
主
た
る
事
務
所
を
管
轄
す

る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
旅
客
施
設
又
は
車
両
等
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一

部
改
正
）

第
二
条

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
旅
客
施
設
又
は
車
両
等
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令

（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
（
題
名
を
含
む
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ

部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な

い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
旅
客
施
設
又
は
車
両
等
の
構
造
及
び
設
備

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
旅
客
施
設
又
は
車
両
等
の
構
造
及
び
設
備

並
び
に
旅
客
施
設
及
び
車
両
等
を
使
用
し
た
役
務
の
提
供
の
方
法
に
関
す
る

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令

基
準
を
定
め
る
省
令

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
二
条
の
二
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

旅
客
施
設
の
構
造
及
び
設
備

第
二
章

旅
客
施
設

第
一
節
～
第
七
節

（
略
）

第
一
節
～
第
七
節

（
略
）

第
三
章

車
両
等
の
構
造
及
び
設
備

第
三
章

車
両
等

第
一
節

鉄
道
車
両
（
第
三
十
条
―
第
三
十
三
条
）

第
一
節

鉄
道
車
両
（
第
三
十
条
―
第
三
十
三
条
）

第
二
節

軌
道
車
両
（
第
三
十
四
条
・
第
三
十
五
条
）

第
二
節

軌
道
車
両
（
第
三
十
四
条
・
第
三
十
五
条
）

第
三
節

乗
合
バ
ス
車
両
（
第
三
十
六
条
―
第
四
十
三
条
）

第
三
節

乗
合
バ
ス
車
両
（
第
三
十
六
条
―
第
四
十
三
条
）

第
三
節
の
二

貸
切
バ
ス
車
両
（
第
四
十
三
条
の
二
）

第
三
節
の
二

貸
切
バ
ス
車
両
（
第
四
十
三
条
の
二
）

第
四
節

福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両
（
第
四
十
四
条
・
第
四
十
五
条
）

第
四
節

福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両
（
第
四
十
四
条
・
第
四
十
五
条
）

第
五
節

船
舶
（
第
四
十
六
条
―
第
六
十
一
条
）

第
五
節

船
舶
（
第
四
十
六
条
―
第
六
十
一
条
）

第
六
節

航
空
機
（
第
六
十
二
条
―
第
六
十
七
条
）

第
六
節

航
空
機
（
第
六
十
二
条
―
第
六
十
七
条
）

第
四
章

旅
客
施
設
及
び
車
両
等
を
使
用
し
た
役
務
の
提
供
の
方
法

第
一
節

総
則
（
第
六
十
八
条
）

第
二
節

旅
客
施
設

第
一
款

総
則
（
第
六
十
九
条
）

第
二
款

共
通
事
項
（
第
七
十
条
―
第
七
十
八
条
）

第
三
款

鉄
道
駅
（
第
七
十
九
条
）

第
四
款

軌
道
停
留
場
（
第
八
十
条
）

第
五
款

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
第
八
十
一
条
）

第
六
款

旅
客
船
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
第
八
十
二
条
）

第
七
款

航
空
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設
（
第
八
十
三
条
・
第
八
十
四
条
）

第
三
節

車
両
等
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第
一
款

鉄
道
車
両
（
第
八
十
五
条
―
第
八
十
七
条
）

第
二
款

軌
道
車
両
（
第
八
十
八
条
）

第
三
款

乗
合
バ
ス
車
両
（
第
八
十
九
条
―
第
九
十
三
条
）

第
四
款

貸
切
バ
ス
車
両
（
第
九
十
四
条
）

第
五
款

福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両
（
第
九
十
五
条
・
第
九
十
六
条
）

第
六
款

船
舶
（
第
九
十
七
条
―
第
百
八
条
）

第
七
款

航
空
機
（
第
百
九
条
―
第
百
十
一
条
）

附
則

附
則

（
趣
旨
）

第
一
条

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下

（
新
設
）

「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準

並
び
に
同
条
第
二
項
の
新
設
旅
客
施
設
等
を
使
用
し
た
役
務
の
提
供
の
方
法
に
関

し
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
並
び

に
同
条
第
三
項
の
旅
客
施
設
及
び
車
両
等
（
新
設
旅
客
施
設
等
を
除
く
。
）
を
使

用
し
た
役
務
の
提
供
の
方
法
に
関
し
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し

て
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

五
の
二

優
先
席

主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
優
先
的
な
利
用
の
た
め
に

（
新
設
）

設
け
ら
れ
る
座
席
を
い
う
。

六
～
十
三
の
二

（
略
）

六
～
十
三
の
二

（
略
）

十
四

福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両

道
路
運
送
法
に
よ
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送

十
四

福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両

道
路
運
送
法
に
よ
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送

事
業
者
が
旅
客
の
運
送
を
行
う
た
め
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
高
齢

事
業
者
が
旅
客
の
運
送
を
行
う
た
め
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
高
齢

者
、
障
害
者
等
が
移
動
の
た
め
の
車
椅
子
そ
の
他
の
用
具
を
使
用
し
た
ま
ま
車

者
、
障
害
者
等
が
移
動
の
た
め
の
車
椅
子
そ
の
他
の
用
具
を
使
用
し
た
ま
ま
車

内
に
乗
り
込
む
こ
と
が
可
能
な
も
の
及
び
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円

内
に
乗
り
込
む
こ
と
が
可
能
な
も
の
及
び
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円

滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十

滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
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号
）
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

十
五
・
十
六

（
略
）

十
五
・
十
六

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
高

に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
災
害
等
の
場
合
の
適
用
除
外
）

（
一
時
使
用
目
的
の
旅
客
施
設
又
は
車
両
等
）

第
二
条
の
二

災
害
等
の
た
め
一
時
使
用
す
る
旅
客
施
設
又
は
車
両
等
の
構
造
及
び

第
二
条

災
害
等
の
た
め
一
時
使
用
す
る
旅
客
施
設
又
は
車
両
等
の
構
造
及
び
設
備

設
備
、
当
該
旅
客
施
設
又
は
車
両
等
を
使
用
し
た
役
務
の
提
供
の
方
法
並
び
に
災

に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

害
等
の
た
め
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
設
備
が
使
用
で
き
な
い
場
合
に
お
け
る
役
務

の
提
供
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
章

旅
客
施
設
の
構
造
及
び
設
備

第
二
章

旅
客
施
設

（
移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
経
路
）

（
移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
経
路
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
経
路
を
構
成
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
基

７

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
経
路
を
構
成
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
幅
は
、
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ

一

か
ご
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
幅
は
、
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る

と
。

こ
と
。

二

籠
の
内
法
幅
は
百
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
内
法
奥
行
き
は
百

二

か
ご
の
内
法
幅
は
百
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
内
法
奥
行
き
は

三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
籠
の
出
入
口
が
複
数

百
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
か
ご
の
出
入
口
が

あ
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
あ
っ
て
、
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
乗
降
で
き
る
構
造

複
数
あ
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
あ
っ
て
、
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
乗
降
で
き
る

の
も
の
（
開
閉
す
る
籠
の
出
入
口
を
音
声
に
よ
り
知
ら
せ
る
設
備
が
設
け
ら
れ

構
造
の
も
の
（
開
閉
す
る
か
ご
の
出
入
口
を
音
声
に
よ
り
知
ら
せ
る
設
備
が
設

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

籠
内
に
、
車
椅
子
使
用
者
が
乗
降
す
る
際
に
籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
を
確

三

か
ご
内
に
、
車
椅
子
使
用
者
が
乗
降
す
る
際
に
か
ご
及
び
昇
降
路
の
出
入
口

認
す
る
た
め
の
鏡
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
前
号
た
だ
し
書
に
規

を
確
認
す
る
た
め
の
鏡
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
前
号
た
だ
し
書

定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

に
規
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
戸
に
ガ
ラ
ス
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
が
は

四

か
ご
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
戸
に
ガ
ラ
ス
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
が
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め
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
又
は
籠
外
及
び
籠
内
に
画
像
を
表
示
す
る
設
備
が
設
置

は
め
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
又
は
か
ご
外
及
び
か
ご
内
に
画
像
を
表
示
す
る
設
備

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
籠
外
に
い
る
者
と
籠
内
に
い
る
者
が
互
い
に
視
覚

が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
か
ご
外
に
い
る
者
と
か
ご
内
に
い
る
者
が

的
に
確
認
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

互
い
に
視
覚
的
に
確
認
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

五

籠
内
に
手
す
り
（
握
り
手
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
設
備
を
含
む
。
以
下
同
じ

五

か
ご
内
に
手
す
り
（
握
り
手
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
設
備
を
含
む
。
以
下
同

。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

じ
。
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

六

籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
戸
の
開
扉
時
間
を
延
長
す
る
機
能
を
有
し
た
も

六

か
ご
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
戸
の
開
扉
時
間
を
延
長
す
る
機
能
を
有
し
た

の
で
あ
る
こ
と
。

も
の
で
あ
る
こ
と
。

七

籠
内
に
、
籠
が
停
止
す
る
予
定
の
階
及
び
籠
の
現
在
位
置
を
表
示
す
る
設
備

七

か
ご
内
に
、
か
ご
が
停
止
す
る
予
定
の
階
及
び
か
ご
の
現
在
位
置
を
表
示
す

が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

八

籠
内
に
、
籠
が
到
着
す
る
階
並
び
に
籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
戸
の
閉
鎖

八

か
ご
内
に
、
か
ご
が
到
着
す
る
階
並
び
に
か
ご
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
戸

を
音
声
に
よ
り
知
ら
せ
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

の
閉
鎖
を
音
声
に
よ
り
知
ら
せ
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

九

籠
内
及
び
乗
降
ロ
ビ
ー
に
は
、
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
操
作
で
き
る
位
置

九

か
ご
内
及
び
乗
降
ロ
ビ
ー
に
は
、
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
操
作
で
き
る
位

に
操
作
盤
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

置
に
操
作
盤
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

十

籠
内
に
設
け
る
操
作
盤
及
び
乗
降
ロ
ビ
ー
に
設
け
る
操
作
盤
の
う
ち
そ
れ
ぞ

十

か
ご
内
に
設
け
る
操
作
盤
及
び
乗
降
ロ
ビ
ー
に
設
け
る
操
作
盤
の
う
ち
そ
れ

れ
一
以
上
は
、
点
字
が
は
り
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
等
に
よ
り
視
覚
障
害
者
が

ぞ
れ
一
以
上
は
、
点
字
が
は
り
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
等
に
よ
り
視
覚
障
害
者

容
易
に
操
作
で
き
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

が
容
易
に
操
作
で
き
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

十
一

（
略
）

十
一

（
略
）

十
二

乗
降
ロ
ビ
ー
に
は
、
到
着
す
る
籠
の
昇
降
方
向
を
音
声
に
よ
り
知
ら
せ
る

十
二

乗
降
ロ
ビ
ー
に
は
、
到
着
す
る
か
ご
の
昇
降
方
向
を
音
声
に
よ
り
知
ら
せ

設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
籠
内
に
籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口

る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
か
ご
内
に
か
ご
及
び
昇
降
路
の

の
戸
が
開
い
た
時
に
籠
の
昇
降
方
向
を
音
声
に
よ
り
知
ら
せ
る
設
備
が
設
け
ら

出
入
口
の
戸
が
開
い
た
時
に
か
ご
の
昇
降
方
向
を
音
声
に
よ
り
知
ら
せ
る
設
備

れ
て
い
る
場
合
又
は
当
該
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
停
止
す
る
階
が
二
の
み
で
あ
る
場

が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
又
は
当
該
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
停
止
す
る
階
が
二
の
み

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

８

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
経
路
を
構
成
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
台
数
、
籠
の
内
法

８

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
経
路
を
構
成
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
台
数
、
か
ご
の
内

幅
及
び
内
法
奥
行
き
は
、
旅
客
施
設
の
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
の
状
況
を
考

法
幅
及
び
内
法
奥
行
き
は
、
旅
客
施
設
の
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
の
状
況
を

慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

９
・

（
略
）

９
・

（
略
）

10

10

乗
降
場
間
の
旅
客
の
乗
継
ぎ
の
用
に
供
す
る
経
路
（
次
項
及
び
第
七
十
条
第
四

乗
降
場
間
の
旅
客
の
乗
継
ぎ
の
用
に
供
す
る
経
路
（
次
項
に
お
い
て
「
乗
継
ぎ

11

11

項
に
お
い
て
「
乗
継
ぎ
経
路
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
第
二
項
か
ら
第
九
項
ま
で

経
路
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
第
二
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
基
準
に
適
合
す
る
も

の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
、
乗
降
場
ご
と
に
一
以
上
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
を
、
乗
降
場
ご
と
に
一
以
上
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
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（
略
）

（
略
）

12

12

（
運
行
情
報
提
供
設
備
）

（
運
行
情
報
提
供
設
備
）

第
十
条

車
両
等
の
運
行
（
運
航
を
含
む
。
第
七
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関

第
十
条

車
両
等
の
運
行
（
運
航
を
含
む
。
）
に
関
す
る
情
報
を
文
字
等
に
よ
り
表

す
る
情
報
を
文
字
等
に
よ
り
表
示
す
る
た
め
の
設
備
及
び
音
声
に
よ
り
提
供
す
る

示
す
る
た
め
の
設
備
及
び
音
声
に
よ
り
提
供
す
る
た
め
の
設
備
を
備
え
な
け
れ
ば

た
め
の
設
備
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
電
気
設
備
が
な
い
場
合
そ

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
電
気
設
備
が
な
い
場
合
そ
の
他
技
術
上
の
理
由
に
よ
り
や

の
他
技
術
上
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

む
を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
の
主
要
な
設
備
の
配
置
等
の
案
内
）

（
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
の
主
要
な
設
備
の
配
置
等
の
案
内
）

第
十
二
条

公
共
用
通
路
に
直
接
通
ず
る
出
入
口
（
鉄
道
駅
及
び
軌
道
停
留
場
に
あ

第
十
二
条

公
共
用
通
路
に
直
接
通
ず
る
出
入
口
（
鉄
道
駅
及
び
軌
道
停
留
場
に
あ

っ
て
は
、
当
該
出
入
口
又
は
改
札
口
。
次
項
及
び
第
七
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。

っ
て
は
、
当
該
出
入
口
又
は
改
札
口
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
付
近
に
は
、

）
の
付
近
に
は
、
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
の
主
要
な
設
備
（
第
四
条
第
三
項
前
段

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
の
主
要
な
設
備
（
第
四
条
第
三
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
昇

の
規
定
に
よ
り
昇
降
機
を
設
け
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
前
段
に
規
定
す
る

降
機
を
設
け
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
前
段
に
規
定
す
る
他
の
施
設
の
エ
レ

他
の
施
設
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
配
置

ベ
ー
タ
ー
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
配
置
を
表
示
し
た
案
内

を
表
示
し
た
案
内
板
そ
の
他
の
設
備
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
移

板
そ
の
他
の
設
備
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
移
動
等
円
滑
化
の
た

動
等
円
滑
化
の
た
め
の
主
要
な
設
備
の
配
置
を
容
易
に
視
認
で
き
る
場
合
は
、
こ

め
の
主
要
な
設
備
の
配
置
を
容
易
に
視
認
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
限
り
で
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
休
憩
設
備
）

（
休
憩
設
備
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

２

前
項
の
設
備
に
優
先
席
を
設
け
る
場
合
は
、
そ
の
付
近
に
、
当
該
優
先
席
に
お

（
新
設
）

け
る
優
先
的
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
表
示
す
る
標
識
を
設
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
乗
降
用
設
備
）

（
乗
降
用
設
備
）

第
二
十
四
条

旅
客
船
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
お
い
て
船
舶
に
乗
降
す
る
た
め
の
タ
ラ
ッ
プ

第
二
十
四
条

旅
客
船
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
お
い
て
船
舶
に
乗
降
す
る
た
め
の
タ
ラ
ッ
プ

そ
の
他
の
設
備
（
以
下
こ
の
節
及
び
第
八
十
二
条
に
お
い
て
「
乗
降
用
設
備
」
と

そ
の
他
の
設
備
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
乗
降
用
設
備
」
と
い
う
。
）
を
設
置

い
う
。
）
を
設
置
す
る
場
合
は
、
当
該
乗
降
用
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適

す
る
場
合
は
、
当
該
乗
降
用
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な

合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
旅
客
搭
乗
橋
）

（
旅
客
搭
乗
橋
）

第
二
十
八
条

航
空
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設
の
旅
客
搭
乗
橋
（
航
空
旅
客
タ
ー
ミ
ナ

第
二
十
八
条

航
空
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設
の
旅
客
搭
乗
橋
（
航
空
旅
客
タ
ー
ミ
ナ

ル
施
設
と
航
空
機
の
乗
降
口
と
の
間
に
設
け
ら
れ
る
設
備
で
あ
っ
て
、
当
該
乗
降

ル
施
設
と
航
空
機
の
乗
降
口
と
の
間
に
設
け
ら
れ
る
設
備
で
あ
っ
て
、
当
該
乗
降

口
に
接
続
し
て
旅
客
を
航
空
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設
か
ら
直
接
航
空
機
に
乗
降
さ

口
に
接
続
し
て
旅
客
を
航
空
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設
か
ら
直
接
航
空
機
に
乗
降
さ

せ
る
た
め
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る

せ
る
た
め
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
つ
い
て
は
、
構

基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
号
及
び
第
四
号

造
上
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

に
つ
い
て
は
、
構
造
上
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
三
章

車
両
等
の
構
造
及
び
設
備

第
三
章

車
両
等

（
客
室
）

（
客
室
）

第
三
十
二
条

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

２

客
室
に
優
先
席
を
設
け
る
場
合
は
、
そ
の
付
近
に
、
当
該
優
先
席
に
お
け
る
優

（
新
設
）

先
的
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
表
示
す
る
標
識
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
～
６

（
略
）

３
～
７

（
略
）

（
低
床
式
軌
道
車
両
）

（
低
床
式
軌
道
車
両
）

第
三
十
五
条

前
節
（
第
三
十
一
条
第
三
号
た
だ
し
書
並
び
に
第
三
十
二
条
第
一
項

第
三
十
五
条

前
節
（
第
三
十
一
条
第
三
号
た
だ
し
書
並
び
に
第
三
十
二
条
第
一
項

た
だ
し
書
、
第
四
項
た
だ
し
書
及
び
第
五
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、

た
だ
し
書
、
第
三
項
た
だ
し
書
及
び
第
四
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、

低
床
式
軌
道
車
両
（
旅
客
用
乗
降
口
の
床
面
の
軌
条
面
か
ら
の
高
さ
が
四
十
セ
ン

低
床
式
軌
道
車
両
（
旅
客
用
乗
降
口
の
床
面
の
軌
条
面
か
ら
の
高
さ
が
四
十
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
軌
道
車
両
で
あ
っ
て
、
旅
客
用
乗
降
口
か
ら
客
室
の
主
要
部

チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
軌
道
車
両
で
あ
っ
て
、
旅
客
用
乗
降
口
か
ら
客
室
の
主
要
部

分
ま
で
の
通
路
の
床
面
に
段
が
な
い
も
の
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

分
ま
で
の
通
路
の
床
面
に
段
が
な
い
も
の
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
優
先
席
）
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第
三
十
九
条
の
二

乗
合
バ
ス
車
両
に
優
先
席
を
設
け
る
場
合
は
、
そ
の
付
近
に
、

（
新
設
）

当
該
優
先
席
に
お
け
る
優
先
的
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
表
示
す
る
標
識

を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
四
十
三
条
の
二

前
節
（
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
三
十
九
条
第
五
号
及
び
第
六

第
四
十
三
条
の
二

前
節
（
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
三
十
九
条
第
五
号
及
び
第
六

号
、
第
三
十
九
条
の
二
、
第
四
十
条
第
二
項
、
第
四
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項

号
、
第
四
十
条
第
二
項
、
第
四
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四
十
三
条

並
び
に
第
四
十
三
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
貸
切
バ
ス
車
両
に
つ
い
て
準
用
す
る

を
除
く
。
）
の
規
定
は
貸
切
バ
ス
車
両
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
次
に
停
車
す
る
停
留
所
の
名

て
、
第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
次
に
停
車
す
る
停
留
所
の
名
称
」
と
あ
る
の
は
「

称
」
と
あ
る
の
は
「
目
的
地
」
と
、
「
文
字
等
に
よ
り
表
示
す
る
た
め
の
設
備
及

目
的
地
」
と
、
「
文
字
等
に
よ
り
表
示
す
る
た
め
の
設
備
及
び
音
声
に
よ
り
提
供

び
音
声
に
よ
り
提
供
す
る
た
め
の
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
音
声
に
よ
り
提
供
す
る

す
る
た
め
の
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
音
声
に
よ
り
提
供
す
る
た
め
の
設
備
」
と
読

た
め
の
設
備
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両
）

（
福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両
）

第
四
十
五
条

車
椅
子
等
対
応
車
（
福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両
の
う
ち
、
高
齢
者
、
障
害

第
四
十
五
条

車
椅
子
等
対
応
車
（
福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両
の
う
ち
、
高
齢
者
、
障
害

者
等
が
移
動
の
た
め
の
車
椅
子
そ
の
他
の
用
具
を
使
用
し
た
ま
ま
車
両
に
乗
り
込

者
等
が
移
動
の
た
め
の
車
椅
子
そ
の
他
の
用
具
を
使
用
し
た
ま
ま
車
両
に
乗
り
込

む
こ
と
が
可
能
な
も
の
を
い
う
。
第
九
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

む
こ
と
が
可
能
な
も
の
を
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ス
ロ
ー
プ
板
、
リ
フ
ト
、
寝
台
等
（
寝
台
及
び
担
架
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

一

ス
ロ
ー
プ
板
若
し
く
は
リ
フ
ト
、
寝
台
若
し
く
は
担
架
（
以
下
こ
の
項
に
お

及
び
第
九
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
車
椅
子
使
用
者
又
は

い
て
「
寝
台
等
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
他
の
車
椅
子
使
用
者
若
し
く
は
寝
台

寝
台
等
を
使
用
し
て
い
る
者
の
乗
降
を
円
滑
に
す
る
設
備
が
備
え
ら
れ
て
い
る

等
を
使
用
し
て
い
る
者
の
乗
降
を
円
滑
に
す
る
設
備
が
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

こ
と
。

。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

事
業
者
名
、
車
両
番
号
、
運
賃
、
料
金
そ
の
他
の
情
報
を
音
又
は
点
字
に
よ

四

事
業
者
名
、
車
両
番
号
、
運
賃
及
び
料
金
そ
の
他
の
情
報
を
音
又
は
点
字
に

り
視
覚
障
害
者
に
示
す
た
め
の
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ

よ
り
視
覚
障
害
者
に
示
す
た
め
の
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、

れ
ら
の
情
報
を
提
供
で
き
る
者
が
乗
務
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

こ
れ
ら
の
情
報
を
提
供
で
き
る
者
が
乗
務
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

。

い
。

五

（
略
）

五

（
略
）

２

回
転
シ
ー
ト
車
（
福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両
の
う
ち
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動

２

回
転
シ
ー
ト
車
（
福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両
の
う
ち
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動

等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
設
備
を

等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
に
規
定
す
る
設
備
を
備
え
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備
え
た
も
の
を
い
う
。
第
九
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ

た
も
の
を
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

事
業
者
名
、
車
両
番
号
、
運
賃
、
料
金
そ
の
他
の
情
報
を
音
又
は
点
字
に
よ

二

事
業
者
名
、
車
両
番
号
、
運
賃
及
び
料
金
そ
の
他
の
情
報
を
音
又
は
点
字
に

り
視
覚
障
害
者
に
示
す
た
め
の
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ

よ
り
視
覚
障
害
者
に
示
す
た
め
の
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、

れ
ら
の
情
報
を
提
供
で
き
る
者
が
乗
務
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

こ
れ
ら
の
情
報
を
提
供
で
き
る
者
が
乗
務
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

。

い
。

三

（
略
）

三

（
略
）

（
出
入
口
）

（
出
入
口
）

第
四
十
八
条

旅
客
が
乗
降
す
る
た
め
の
出
入
口
（
舷
門
又
は
甲
板
室
の
出
入
口
を

第
四
十
八
条

旅
客
が
乗
降
す
る
た
め
の
出
入
口
（
舷
門
又
は
甲
板
室
の
出
入
口
を

い
う
。
第
九
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
一
以
上
は
、
次
に
掲
げ

い
う
。
）
の
う
ち
一
以
上
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
通
路
）

（
通
路
）

第
五
十
一
条

第
四
十
八
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
す
る
出
入
口
及
び
同
条
第
二
項

第
五
十
一
条

第
四
十
八
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
す
る
出
入
口
及
び
同
条
第
二
項

の
基
準
に
適
合
す
る
車
両
区
域
の
出
入
口
と
第
四
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

の
基
準
に
適
合
す
る
車
両
区
域
の
出
入
口
と
第
四
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

基
準
に
適
合
す
る
客
席
（
以
下
「
基
準
適
合
客
席
」
と
い
う
。
）
及
び
前
条
の
規

基
準
に
適
合
す
る
客
席
（
以
下
「
基
準
適
合
客
席
」
と
い
う
。
）
及
び
前
条
の
規

定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス
（
以
下
「
船
内
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス
」
と

定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス
（
以
下
「
船
内
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス
」
と

い
う
。
）
と
の
間
の
通
路
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
一
以
上
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適

い
う
。
）
と
の
間
の
通
路
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
一
以
上
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適

合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

手
す
り
の
端
部
の
付
近
に
は
、
当
該
通
路
の
通
ず
る
場
所
を
示
す
点
字
を
貼

三

手
す
り
の
端
部
の
付
近
に
は
、
通
路
の
通
ず
る
場
所
を
示
す
点
字
を
は
り
付

り
付
け
る
こ
と
。

け
る
こ
と
。

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

六

当
該
通
路
の
末
端
の
付
近
の
広
さ
は
、
車
椅
子
の
転
回
に
支
障
の
な
い
も
の

六

通
路
の
末
端
の
付
近
の
広
さ
は
、
車
椅
子
の
転
回
に
支
障
の
な
い
も
の
で
あ

で
あ
る
こ
と
。

る
こ
と
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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（
昇
降
機
）

（
昇
降
機
）

第
五
十
三
条

（
略
）

第
五
十
三
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適

合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

籠
の
広
さ
は
、
車
椅
子
使
用
者
が
乗
り
込
む
の
に
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と

一

か
ご
の
広
さ
は
、
車
椅
子
使
用
者
が
乗
り
込
む
の
に
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ

。

と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

６

基
準
適
合
客
席
又
は
船
内
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス
と
船
内
旅
客
用
設
備
が
別
甲
板
に

６

基
準
適
合
客
席
又
は
船
内
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス
と
船
内
旅
客
用
設
備
が
別
甲
板
に

あ
る
場
合
に
は
、
第
五
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
基
準

あ
る
場
合
に
は
、
第
五
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
す
る
通
路
に
エ
レ
ベ
ー
タ

に
適
合
す
る
通
路
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
一
以
上
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ー
を
一
以
上
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

（
略
）

７

（
略
）

（
売
店
）

（
売
店
）

第
五
十
六
条

一
以
上
の
売
店
（
専
ら
人
手
に
よ
り
物
品
の
販
売
を
行
う
た
め
の
設

第
五
十
六
条

一
以
上
の
売
店
（
専
ら
人
手
に
よ
り
物
品
の
販
売
を
行
う
た
め
の
設

備
に
限
る
。
第
百
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
聴
覚
障
害
者
が
文
字
に
よ
り

備
に
限
る
。
）
に
は
、
聴
覚
障
害
者
が
文
字
に
よ
り
意
思
疎
通
を
図
る
た
め
の
設

意
思
疎
通
を
図
る
た
め
の
設
備
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

備
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
設
備
を
保
有
し

て
は
、
当
該
設
備
を
保
有
し
て
い
る
旨
を
当
該
売
店
に
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

て
い
る
旨
を
当
該
売
店
に
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
乗
降
用
設
備
）

（
乗
降
用
設
備
）

第
六
十
二
条
の
二

旅
客
搭
乗
橋
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ

第
六
十
二
条
の
二

旅
客
搭
乗
橋
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ

り
旅
客
搭
乗
橋
を
使
用
で
き
な
い
場
合
に
備
え
て
航
空
機
に
乗
降
す
る
た
め
の
タ

り
旅
客
搭
乗
橋
を
使
用
で
き
な
い
場
合
に
備
え
て
航
空
機
に
乗
降
す
る
た
め
の
タ

ラ
ッ
プ
そ
の
他
の
設
備
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
十
条
に
お
い
て
「
乗
降
用
設
備

ラ
ッ
プ
そ
の
他
の
設
備
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
乗
降
用
設
備
」
と
い
う
。
）

」
と
い
う
。
）
を
備
え
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
一
以
上
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

を
備
え
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
一
以
上
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も

か
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
円

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
円
滑
な
乗
降
の
た

滑
な
乗
降
の
た
め
に
十
分
な
強
度
を
有
す
る
器
具
が
一
以
上
備
え
ら
れ
て
い
る
場

め
に
十
分
な
強
度
を
有
す
る
器
具
が
一
以
上
備
え
ら
れ
て
い
る
場
合
又
は
航
空
機

合
又
は
航
空
機
の
形
状
上
の
理
由
に
よ
り
当
該
乗
降
用
設
備
及
び
当
該
器
具
の
い

の
形
状
上
の
理
由
に
よ
り
当
該
乗
降
用
設
備
及
び
当
該
器
具
の
い
ず
れ
も
使
用
で

ず
れ
も
使
用
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
四
章

旅
客
施
設
及
び
車
両
等
を
使
用
し
た
役
務
の
提
供
の
方
法

（
新
設
）

第
一
節

総
則

（
新
設
）

（
旅
客
施
設
及
び
車
両
等
を
使
用
し
た
役
務
の
提
供
の
方
法
に
関
す
る
基
準
の
遵

守
に
係
る
体
制
の
確
保
）

第
六
十
八
条

公
共
交
通
事
業
者
等
は
、
こ
の
章
に
定
め
る
旅
客
施
設
及
び
車
両
等

（
新
設
）

を
使
用
し
た
役
務
の
提
供
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
遵
守
す
る
た
め
、
人
員
の
配

置
そ
の
他
の
必
要
な
体
制
の
確
保
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節

旅
客
施
設

（
新
設
）

第
一
款

総
則

（
新
設
）

（
適
用
範
囲
）

第
六
十
九
条

旅
客
施
設
を
使
用
し
た
役
務
の
提
供
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
節

（
新
設
）

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
款

共
通
事
項

（
新
設
）

（
移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
経
路
）

第
七
十
条

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
経
路
を
構
成
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
は

（
新
設
）

、
次
に
掲
げ
る
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

籠
内
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
第
七
項
第
二
号
た
だ
し
書
の
設
備
が
設
け
ら
れ

た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
開
閉
す
る
籠
の
出
入
口
が
音
声
に
よ

り
知
ら
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二

籠
内
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
第
七
項
第
八
号
の
設
備
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に

は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
籠
が
到
着
す
る
階
並
び
に
籠
及
び
昇
降
路
の
出
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入
口
の
戸
の
閉
鎖
が
音
声
に
よ
り
知
ら
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

三

乗
降
ロ
ビ
ー
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
第
七
項
第
十
二
号
本
文
の
設
備
が
設
け

ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
到
着
す
る
籠
の
昇
降
方
向
が
音

声
に
よ
り
知
ら
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

四

籠
内
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
第
七
項
第
十
二
号
た
だ
し
書
の
設
備
が
設
け
ら

れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
戸
が

開
い
た
時
に
籠
の
昇
降
方
向
が
音
声
に
よ
り
知
ら
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

２

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
経
路
を
構
成
す
る
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機

（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
車
椅
子
使
用
者
の
円
滑
な
利
用
に
適
し

た
構
造
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
車
椅
子
使
用
者
が
当
該
昇
降
機
を
円
滑
に
利
用
す

る
た
め
に
必
要
と
な
る
役
務
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
昇

降
機
を
使
用
し
な
く
て
も
円
滑
に
昇
降
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
経
路
を
構
成
す
る
通
路
に
つ
い
て
は
、
照
明
設
備
が
設

け
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
照
明
設
備
を
使
用
し
て
、
適
切
な
照
度
を
確
保
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
日
照
等
に
よ
っ
て
当
該
照
度
が
確
保
さ
れ
て
い
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

前
各
項
の
規
定
は
、
乗
継
ぎ
経
路
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
）

第
七
十
一
条

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
の
設
備
が
設
け
ら
れ
た
場

（
新
設
）

合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
当
該
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
行
き
先
及
び
昇
降

方
向
が
音
声
に
よ
り
知
ら
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
階
段
）

第
七
十
二
条

階
段
に
つ
い
て
は
、
照
明
設
備
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
照

（
新
設
）

明
設
備
を
使
用
し
て
、
適
切
な
照
度
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

日
照
等
に
よ
っ
て
当
該
照
度
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
視
覚
障
害
者
を
誘
導
す
る
設
備
等
）

第
七
十
三
条

通
路
等
で
あ
っ
て
公
共
用
通
路
と
車
両
等
の
乗
降
口
と
の
間
の
経
路

（
新
設
）
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を
構
成
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
第
一
項
本
文
の
設
備
が
設
け
ら
れ
た
場

合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
音
声
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
視
覚
障
害
者
を

誘
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合

に
は
、
視
覚
障
害
者
の
誘
導
を
行
う
者
が
常
駐
す
る
二
以
上
の
設
備
間
の
誘
導
を

適
切
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
行
情
報
提
供
設
備
）

第
七
十
四
条

車
両
等
の
運
行
に
関
す
る
情
報
を
文
字
等
に
よ
り
表
示
す
る
た
め
の

（
新
設
）

設
備
が
備
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
当
該
情
報
が
文
字
等

に
よ
り
適
切
に
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
文
字
等

に
よ
る
表
示
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

車
両
等
の
運
行
に
関
す
る
情
報
を
音
声
に
よ
り
提
供
す
る
た
め
の
設
備
が
備
え

ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
当
該
情
報
が
音
声
に
よ
り
提
供
さ

れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
音
声
に
よ
る
提
供
が
困
難
な
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
旅
客
施
設
の
構
造
及
び
主
要
な
設
備
の
配
置
の
案
内
）

第
七
十
五
条

公
共
用
通
路
に
直
接
通
ず
る
出
入
口
の
付
近
そ
の
他
の
適
切
な
場
所

（
新
設
）

に
つ
い
て
は
、
第
十
二
条
第
二
項
の
設
備
（
音
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け

ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
旅
客
施
設
の
構
造
及
び
主
要
な
設

備
の
配
置
が
音
に
よ
り
視
覚
障
害
者
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。（
便
所
）

第
七
十
六
条

便
所
の
出
入
口
付
近
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
設

（
新
設
）

備
（
音
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用

し
て
、
男
子
用
及
び
女
子
用
の
区
別
（
当
該
区
別
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び

に
便
所
の
構
造
が
音
に
よ
り
視
覚
障
害
者
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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２

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
経
路
と
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
便
房
が
設
け
ら
れ

た
便
所
又
は
同
項
第
二
号
の
便
所
と
の
間
の
経
路
に
お
け
る
通
路
に
つ
い
て
は
、

照
明
設
備
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
照
明
設
備
を
使
用
し
て
、
適
切
な
照

度
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
日
照
等
に
よ
っ
て
当
該
照
度
が
確

保
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
乗
車
券
等
販
売
所
、
待
合
所
及
び
案
内
所
）

第
七
十
七
条

乗
車
券
等
販
売
所
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
を
遵
守
し
な
け

（
新
設
）

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
経
路
と
乗
車
券
等
販
売
所
と
の
間
の
経
路
に
お
け
る

通
路
に
つ
い
て
は
、
照
明
設
備
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
照
明
設
備
を

使
用
し
て
、
適
切
な
照
度
を
確
保
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
日
照
等
に
よ
っ
て
当

該
照
度
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
た
だ
し
書
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
車

椅
子
使
用
者
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
常
時
勤
務
す
る
者
が
カ
ウ
ン
タ
ー
の
前
に

出
て
対
応
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
規
定
は
、
待
合
所
及
び
案
内
所
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
前
項
第
二
号
中
「
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
た
だ
し
書
」
と
あ
る
の
は
、

「
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
第
三
号
た
だ
し
書

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

乗
車
券
等
販
売
所
又
は
案
内
所
（
勤
務
す
る
者
を
置
か
な
い
も
の
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
第
三
項
の
設
備
が
備
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
聴
覚
障
害

者
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
文
字
に
よ
り
意
思
疎
通
を
図

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
券
売
機
）

第
七
十
八
条

第
十
七
条
た
だ
し
書
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
同
条
た
だ

（
新
設
）

し
書
の
窓
口
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
乗
車
券

等
の
販
売
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
款

鉄
道
駅

（
新
設
）

（
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
）

第
七
十
九
条

鉄
道
駅
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
を
遵

（
新
設
）

守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
の
設
備
が
備
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を

使
用
し
て
、
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
乗
降
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
役
務
を

提
供
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
設
備
を
使
用
し
な
く
て
も
円
滑
に
乗
降
で
き

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

列
車
の
接
近
を
文
字
等
に
よ
り
警
告
す
る
た
め
の
設
備
が
設
け
ら
れ
た
場
合

に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
当
該
接
近
に
つ
い
て
文
字
等
に
よ
り
警
告
が

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

三

列
車
の
接
近
を
音
声
に
よ
り
警
告
す
る
た
め
の
設
備
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に

は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
当
該
接
近
に
つ
い
て
音
声
に
よ
り
警
告
が
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

四

照
明
設
備
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
照
明
設
備
を
使
用
し
て
、
適
切

な
照
度
を
確
保
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
日
照
等
に
よ
っ
て
当
該
照
度
が
確
保
さ

れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
款

軌
道
停
留
場

（
新
設
）

（
準
用
）

第
八
十
条

前
款
の
規
定
は
、
軌
道
停
留
場
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

（
新
設
）

い
て
、
前
条
第
一
号
中
「
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十

二
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。第

五
款

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

（
新
設
）

（
乗
降
場
）
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第
八
十
一
条

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
乗
降
場
に
つ
い
て
は
、
ス
ロ
ー
プ
板
そ
の
他
の

（
新
設
）

車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
乗
降
す
る
た
め
の
設
備
が
備
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当

該
設
備
を
使
用
し
て
、
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
乗
降
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る

役
務
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
設
備
を
使
用
し
な
く
て
も

円
滑
に
乗
降
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
六
款

旅
客
船
タ
ー
ミ
ナ
ル

（
新
設
）

（
乗
降
用
設
備
）

第
八
十
二
条

旅
客
船
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
つ
い
て
は
、
乗
降
用
設
備
が
設
置
さ
れ
た
場

（
新
設
）

合
に
は
、
当
該
乗
降
用
設
備
を
使
用
し
て
、
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
乗
降
す
る

た
め
に
必
要
と
な
る
役
務
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
乗
降

用
設
備
を
使
用
し
な
く
て
も
円
滑
に
乗
降
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
七
款

航
空
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設

（
新
設
）

（
保
安
検
査
場
）

第
八
十
三
条

航
空
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設
の
保
安
検
査
場
に
つ
い
て
は
、
第
二
十

（
新
設
）

七
条
第
四
項
の
設
備
が
備
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
聴
覚
障
害
者
か
ら
の
求
め
に
応

じ
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
文
字
に
よ
り
意
思
疎
通
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
旅
客
搭
乗
橋
）

第
八
十
四
条

航
空
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設
の
旅
客
搭
乗
橋
に
つ
い
て
は
、
第
二
十

（
新
設
）

八
条
第
一
項
第
二
号
の
設
備
が
備
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て

、
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
乗
降
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
役
務
を
提
供
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
設
備
を
使
用
し
な
く
て
も
円
滑
に
乗
降
で
き
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
節

車
両
等

（
新
設
）
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第
一
款

鉄
道
車
両

（
新
設
）

（
適
用
範
囲
）

第
八
十
五
条

鉄
道
車
両
を
使
用
し
た
役
務
の
提
供
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
款

（
新
設
）

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
旅
客
用
乗
降
口
）

第
八
十
六
条

旅
客
用
乗
降
口
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
一
条
第
五
号
の
設
備
が
設
け

（
新
設
）

ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
旅
客
用
乗
降
口
の
戸
の
開
閉
す
る

側
が
音
声
に
よ
り
知
ら
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
客
室
）

第
八
十
七
条

客
室
に
つ
い
て
は
、
次
に
停
車
す
る
鉄
道
駅
の
駅
名
そ
の
他
の
当
該

（
新
設
）

鉄
道
車
両
の
運
行
に
関
す
る
情
報
を
文
字
等
に
よ
り
表
示
す
る
た
め
の
設
備
が
備

え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
当
該
情
報
が
文
字
等
に
よ
り
適

切
に
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
文
字
等
に
よ
る
表

示
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

客
室
に
つ
い
て
は
、
次
に
停
車
す
る
鉄
道
駅
の
駅
名
そ
の
他
の
当
該
鉄
道
車
両

の
運
行
に
関
す
る
情
報
を
音
声
に
よ
り
提
供
す
る
た
め
の
設
備
が
備
え
ら
れ
た
場

合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
当
該
情
報
が
音
声
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
音
声
に
よ
る
提
供
が
困
難
な
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

第
二
款

軌
道
車
両

（
新
設
）

（
準
用
）

第
八
十
八
条

前
款
の
規
定
は
、
軌
道
車
両
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

（
新
設
）

い
て
、
第
八
十
六
条
中
「
第
三
十
一
条
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
三
十
四
条

又
は
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
第
三
十
一
条
第
五
号
」
と
読
み
替
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え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
款

乗
合
バ
ス
車
両

（
新
設
）

（
適
用
範
囲
）

第
八
十
九
条

乗
合
バ
ス
車
両
を
使
用
し
た
役
務
の
提
供
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ

（
新
設
）

の
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
乗
降
口
）

第
九
十
条

乗
降
口
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
七
条
第
二
項
第
二
号
の
設
備
が
備
え
ら

（
新
設
）

れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
乗
降
す
る

た
め
に
必
要
と
な
る
役
務
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
設
備

を
使
用
し
な
く
て
も
円
滑
に
乗
降
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス
）

第
九
十
一
条

車
椅
子
ス
ペ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
九
条
第
三
号
の
設
備
が
備

（
新
設
）

え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
車
椅
子
を
固
定
す
る
た
め
に
必

要
と
な
る
役
務
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
設
備
を
使
用
し

な
く
て
も
車
椅
子
を
固
定
で
き
る
場
合
又
は
車
椅
子
の
構
造
上
の
理
由
に
よ
り
車

椅
子
の
固
定
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
運
行
情
報
提
供
設
備
等
）

第
九
十
二
条

乗
合
バ
ス
車
両
内
に
つ
い
て
は
、
次
に
停
車
す
る
停
留
所
の
名
称
そ

（
新
設
）

の
他
の
当
該
乗
合
バ
ス
車
両
の
運
行
に
関
す
る
情
報
を
文
字
等
に
よ
り
表
示
す
る

た
め
の
設
備
が
備
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
当
該
情
報
が

文
字
等
に
よ
り
適
切
に
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

文
字
等
に
よ
る
表
示
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

乗
合
バ
ス
車
両
内
に
つ
い
て
は
、
次
に
停
車
す
る
停
留
所
の
名
称
そ
の
他
の
当

該
乗
合
バ
ス
車
両
の
運
行
に
関
す
る
情
報
を
音
声
に
よ
り
提
供
す
る
た
め
の
設
備

が
備
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
当
該
情
報
が
音
声
に
よ
り
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提
供
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
音
声
に
よ
る
提
供
が
困

難
な
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

乗
合
バ
ス
車
両
に
つ
い
て
は
、
車
外
用
放
送
設
備
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、

当
該
車
外
用
放
送
設
備
を
使
用
し
て
、
行
き
先
そ
の
他
の
当
該
乗
合
バ
ス
車
両
の

運
行
に
関
す
る
情
報
が
音
声
に
よ
り
適
時
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
意
思
疎
通
を
図
る
た
め
の
設
備
）

第
九
十
三
条

乗
合
バ
ス
車
両
内
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
二
条
の
設
備
が
備
え
ら
れ

（
新
設
）

た
場
合
に
は
、
聴
覚
障
害
者
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
文

字
に
よ
り
意
思
疎
通
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
款

貸
切
バ
ス
車
両

（
新
設
）

（
準
用
）

第
九
十
四
条

前
款
（
第
九
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、

（
新
設
）

貸
切
バ
ス
車
両
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
条
中
「
第

三
十
七
条
第
二
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
準

用
さ
れ
る
第
三
十
七
条
第
二
項
第
二
号
」
と
、
第
九
十
一
条
中
「
第
三
十
九
条
第

三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
第
三
十
九

条
第
三
号
」
と
、
第
九
十
二
条
第
二
項
中
「
次
に
停
車
す
る
停
留
所
の
名
称
」
と

あ
る
の
は
「
目
的
地
」
と
、
第
九
十
三
条
中
「
第
四
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

四
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
第
四
十
二
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

第
五
款

福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両

（
新
設
）

（
適
用
範
囲
）

第
九
十
五
条

福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両
を
使
用
し
た
役
務
の
提
供
の
方
法
に
つ
い
て
は

（
新
設
）

、
こ
の
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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（
福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両
）

第
九
十
六
条

車
椅
子
等
対
応
車
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
を
遵
守
し
な
け

（
新
設
）

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
四
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
設
備
が
備
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備

を
使
用
し
て
、
車
椅
子
使
用
者
又
は
寝
台
等
を
使
用
し
て
い
る
者
が
円
滑
に
乗

降
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
役
務
を
提
供
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
設
備
を

使
用
し
な
く
て
も
円
滑
に
乗
降
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

第
四
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
設
備
が
備
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備

を
使
用
し
て
、
車
椅
子
又
は
寝
台
等
の
用
具
を
固
定
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る

役
務
を
提
供
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
設
備
を
使
用
し
な
く
て
も
車
椅
子
若

し
く
は
当
該
用
具
を
固
定
で
き
る
場
合
又
は
車
椅
子
若
し
く
は
当
該
用
具
の
構

造
上
の
理
由
に
よ
り
車
椅
子
若
し
く
は
当
該
用
具
の
固
定
が
困
難
な
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

三

第
四
十
五
条
第
一
項
第
四
号
の
設
備
（
音
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け

ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
事
業
者
名
、
車
両
番
号
、
運
賃

、
料
金
そ
の
他
の
情
報
が
音
に
よ
り
視
覚
障
害
者
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
同
号
た
だ
し
書
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
同
号
た
だ

し
書
の
者
が
こ
れ
ら
の
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
。

四

第
四
十
五
条
第
一
項
第
五
号
の
設
備
が
備
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
聴
覚
障
害

者
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
文
字
に
よ
り
意
思
疎
通
を

図
る
こ
と
。

２

回
転
シ
ー
ト
車
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

第
四
十
五
条
第
二
項
第
二
号
の
設
備
（
音
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け

ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
事
業
者
名
、
車
両
番
号
、
運
賃

、
料
金
そ
の
他
の
情
報
が
音
に
よ
り
視
覚
障
害
者
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
同
号
た
だ
し
書
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
同
号
た
だ

し
書
の
者
が
こ
れ
ら
の
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
。

二

第
四
十
五
条
第
二
項
第
三
号
の
設
備
が
備
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
聴
覚
障
害
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者
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
文
字
に
よ
り
意
思
疎
通
を

図
る
こ
と
。

第
六
款

船
舶

（
新
設
）

（
適
用
範
囲
）

第
九
十
七
条

船
舶
を
使
用
し
た
役
務
の
提
供
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
款
の
定

（
新
設
）

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
乗
降
用
設
備
）

第
九
十
八
条

船
舶
に
乗
降
す
る
た
め
の
タ
ラ
ッ
プ
そ
の
他
の
設
備
が
備
え
ら
れ
た

（
新
設
）

場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
乗
降
す
る
た
め

に
必
要
と
な
る
役
務
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
設
備
を
使

用
し
な
く
て
も
円
滑
に
乗
降
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
出
入
口
）

第
九
十
九
条

旅
客
が
乗
降
す
る
た
め
の
出
入
口
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
八
条
第
一

（
新
設
）

項
第
二
号
の
設
備
が
備
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
車
椅
子

使
用
者
が
円
滑
に
通
過
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
役
務
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
当
該
設
備
を
使
用
し
な
く
て
も
円
滑
に
通
過
で
き
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

２

車
両
区
域
の
出
入
口
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
設
備
が
備

え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
通
過

す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
役
務
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

設
備
を
使
用
し
な
く
て
も
円
滑
に
通
過
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス
）

第
百
条

船
内
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
条
第
五
号
の
設
備
が
設
け

（
新
設
）

ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
車
椅
子
を
固
定
す
る
た
め
に
必
要

と
な
る
役
務
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
設
備
を
使
用
し
な
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く
て
も
車
椅
子
を
固
定
で
き
る
場
合
又
は
車
椅
子
の
構
造
上
の
理
由
に
よ
り
車
椅

子
の
固
定
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
通
路
）

第
百
一
条

第
五
十
一
条
第
一
項
の
通
路
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
五
号
の
設
備
が
備

（
新
設
）

え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
通
過

す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
役
務
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

設
備
を
使
用
し
な
く
て
も
円
滑
に
通
過
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
第
五
十
一
条
第
二
項
の
通
路
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
同
項
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
準
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
第
五
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
昇
降
機
）

第
百
二
条

第
五
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合

（
新
設
）

す
る
通
路
に
設
け
ら
れ
た
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
を
遵

守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

籠
内
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
第
四

条
第
七
項
第
二
号
た
だ
し
書
の
設
備
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を

使
用
し
て
、
開
閉
す
る
籠
の
出
入
口
が
音
声
に
よ
り
知
ら
さ
れ
る
よ
う
に
す
る

こ
と
。

二

籠
内
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
第
四

条
第
七
項
第
八
号
の
設
備
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て

、
籠
が
到
着
す
る
階
並
び
に
籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
戸
の
閉
鎖
が
音
声
に

よ
り
知
ら
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

三

乗
降
ロ
ビ
ー
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ

る
第
四
条
第
七
項
第
十
二
号
本
文
の
設
備
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設

備
を
使
用
し
て
、
到
着
す
る
籠
の
昇
降
方
向
が
音
声
に
よ
り
知
ら
さ
れ
る
よ
う

に
す
る
こ
と
。

四

籠
内
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
第
四

条
第
七
項
第
十
二
号
た
だ
し
書
の
設
備
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
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を
使
用
し
て
、
籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
戸
が
開
い
た
時
に
籠
の
昇
降
方
向

が
音
声
に
よ
り
知
ら
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

２

第
五
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
す
る
通
路
に
設
け
ら
れ
た
エ
ス
カ
レ
ー
タ

ー
そ
の
他
の
昇
降
機
（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
高
齢
者
、
障
害
者

等
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
構
造
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
車
椅
子
使
用
者
が
当
該

昇
降
機
を
円
滑
に
利
用
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
役
務
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
当
該
昇
降
機
を
使
用
し
な
く
て
も
円
滑
に
昇
降
で
き
る
場
合
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
便
所
）

第
百
三
条

便
所
の
出
入
口
付
近
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

（
新
設
）

り
準
用
さ
れ
る
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
設
備
（
音
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
男
子
用
及
び
女
子
用
の
区

別
（
当
該
区
別
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
便
所
の
構
造
が
音
に
よ
り
視
覚

障
害
者
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
食
堂
）

第
百
四
条

専
ら
旅
客
の
食
事
の
用
に
供
す
る
食
堂
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
五
条
第

（
新
設
）

五
号
の
設
備
が
備
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
聴
覚
障
害
者
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
当

該
設
備
を
使
用
し
て
、
文
字
に
よ
り
意
思
疎
通
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
売
店
）

第
百
五
条

売
店
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
六
条
の
設
備
が
備
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、

（
新
設
）

聴
覚
障
害
者
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
文
字
に
よ
り
意
思

疎
通
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
遊
歩
甲
板
）

第
百
六
条

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以
上
の
船
舶
の
遊
歩
甲
板
に
つ
い
て
は
、
第
五
十

（
新
設
）

七
条
第
二
号
の
設
備
が
備
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
車
椅

子
使
用
者
が
円
滑
に
通
過
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
役
務
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
設
備
を
使
用
し
な
く
て
も
円
滑
に
通
過
で
き
る
場
合
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
運
航
情
報
提
供
設
備
）

第
百
七
条

目
的
港
の
港
名
そ
の
他
の
当
該
船
舶
の
運
航
に
関
す
る
情
報
を
文
字
等

（
新
設
）

に
よ
り
表
示
す
る
た
め
の
設
備
が
備
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し

て
、
当
該
情
報
が
文
字
等
に
よ
り
適
切
に
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
文
字
等
に
よ
る
表
示
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

目
的
港
の
港
名
そ
の
他
の
当
該
船
舶
の
運
航
に
関
す
る
情
報
を
音
声
に
よ
り
提

供
す
る
た
め
の
設
備
が
備
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
当
該

情
報
が
音
声
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
音

声
に
よ
る
提
供
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
基
準
適
合
客
席
、
船
内
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス
、
昇
降
機
、
船
内
旅
客
用
設
備
及
び

非
常
口
の
配
置
の
案
内
）

第
百
八
条

第
六
十
条
第
二
項
の
設
備
（
音
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ

（
新
設
）

た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
基
準
適
合
客
席
、
船
内
車
椅
子
ス
ペ
ー

ス
、
昇
降
機
、
船
内
旅
客
用
設
備
及
び
非
常
口
の
配
置
が
音
に
よ
り
視
覚
障
害
者

に
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
款

航
空
機

（
新
設
）

（
適
用
範
囲
）

第
百
九
条

航
空
機
を
使
用
し
た
役
務
の
提
供
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
款
の
定

（
新
設
）

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
乗
降
用
設
備
）

第
百
十
条

乗
降
用
設
備
又
は
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
器
具
が
備
え

（
新
設
）

ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
乗
降
用
設
備
又
は
器
具
を
使
用
し
て
、
車
椅
子
使
用
者

が
円
滑
に
乗
降
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
役
務
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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た
だ
し
、
当
該
乗
降
用
設
備
又
は
器
具
を
使
用
し
な
く
て
も
円
滑
に
乗
降
で
き
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
運
航
情
報
提
供
設
備
）

第
百
十
一
条

客
席
数
が
三
十
以
上
の
航
空
機
に
つ
い
て
は
、
当
該
航
空
機
の
運
航

（
新
設
）

に
関
す
る
情
報
を
文
字
等
に
よ
り
表
示
す
る
た
め
の
設
備
が
備
え
ら
れ
た
場
合
に

は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
当
該
情
報
が
文
字
等
に
よ
り
適
切
に
表
示
さ
れ
る

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
文
字
等
に
よ
る
表
示
が
困
難
な
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

客
席
数
が
三
十
以
上
の
航
空
機
に
つ
い
て
は
、
当
該
航
空
機
の
運
航
に
関
す
る

情
報
を
音
声
に
よ
り
提
供
す
る
た
め
の
設
備
が
備
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設

備
を
使
用
し
て
、
当
該
情
報
が
音
声
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
音
声
に
よ
る
提
供
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附

則

附

則

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
公
共

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
公
共

交
通
事
業
者
等
が
新
た
に
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
鉄
道
車
両
又
は
軌
道
車
両
に

交
通
事
業
者
等
が
新
た
に
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
鉄
道
車
両
又
は
軌
道
車
両
に

つ
い
て
は
、
第
三
十
二
条
第
七
項
（
第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
に
お
い
て
準

つ
い
て
は
、
第
三
十
二
条
第
六
項
（
第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
～

（
略
）

３
～

（
略
）

11

11
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（
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
誘
導
す
べ
き
建
築
物
特
定
施
設
の
構
造
及
び
配

置
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
誘
導
す
べ
き
建
築
物
特
定
施
設
の
構
造
及

び
配
置
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
特
別
特
定
建
築
物
に
関
す
る
読
替
え
）

（
特
別
特
定
建
築
物
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
八
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
申
請
に
係
る
特
別
特
定
建
築
物
（
高
齢
者
、
障

第
十
八
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
申
請
に
係
る
特
別
特
定
建
築
物
に
お
け
る
第
二

害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令

条
か
ら
前
条
ま
で
（
第
三
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
六
号
、
第
四
条
第
八
号
、
第

第
三
百
七
十
九
号
）
第
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
公
立
小
学
校
等
を
除
く
。
）
に

六
条
第
一
項
第
七
号
、
第
七
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
十
条
第
二
項
並
び

お
け
る
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
（
第
三
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
六
号
、
第
四
条

に
第
十
六
条
を
除
く
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
二

第
八
号
、
第
六
条
第
一
項
第
七
号
、
第
七
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
十
条

条
第
一
項
及
び
第
七
条
第
三
項
を
除
く
。
）
中
「
多
数
の
者
が
利
用
す
る
」
と
あ

第
二
項
並
び
に
第
十
六
条
を
除
く
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の

る
の
は
「
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者

規
定
（
第
二
条
第
一
項
及
び
第
七
条
第
三
項
を
除
く
。
）
中
「
多
数
の
者
が
利
用

等
が
利
用
す
る
」
と
、
第
二
条
第
一
項
中
「
多
数
の
者
が
利
用
す
る
出
入
口
（
次

す
る
」
と
あ
る
の
は
「
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢

項
に
規
定
す
る
も
の
並
び
に
籠
、
昇
降
路
、
便
所
」
と
あ
る
の
は
「
不
特
定
か
つ

者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
」
と
、
第
二
条
第
一
項
中
「
多
数
の
者
が
利
用
す
る

多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
出
入
口

出
入
口
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
並
び
に
籠
、
昇
降
路
、
便
所
」
と
あ
る
の
は
「

（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
並
び
に
籠
、
昇
降
路
、
便
所
、
車
椅
子
使
用
者
用
客
室

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用

」
と
、
第
七
条
第
三
項
中
「
多
数
の
者
が
利
用
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
主
と
し
て

す
る
出
入
口
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
並
び
に
籠
、
昇
降
路
、
便
所
、
車
椅
子
使

高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
」
と
、
前
条
中
「
特
定
建
築
物
」
と
あ
る
の
は

用
者
用
客
室
」
と
、
第
七
条
第
三
項
中
「
多
数
の
者
が
利
用
す
る
」
と
あ
る
の
は

「
特
別
特
定
建
築
物
」
と
す
る
。

「
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
」
と
、
前
条
中
「
特
定
建
築
物
」

と
あ
る
の
は
「
特
別
特
定
建
築
物
」
と
す
る
。
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（
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
道
路
の
占
用
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
道
路
の
占
用
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省

令
第
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
（
市

げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
（
市

街
化
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
ず
一
時
的
に
設
け
ら
れ
る
工

街
化
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
ず
一
時
的
に
設
け
ら
れ
る
工

事
用
板
囲
そ
の
他
の
工
事
用
施
設
及
び
災
害
に
よ
る
復
旧
工
事
そ
の
他
緊
急
を
要
す

事
用
板
囲
そ
の
他
の
工
事
用
施
設
及
び
災
害
に
よ
る
復
旧
工
事
そ
の
他
緊
急
を
要
す

る
工
事
に
伴
い
一
時
的
に
設
け
ら
れ
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
を
除
く
。
以
下
「

る
工
事
に
伴
い
一
時
的
に
設
け
ら
れ
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
を
除
く
。
以
下
「

工
作
物
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促

工
作
物
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促

進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
十
一
項
の
移
動
等
円
滑
化

進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
六
項
の
移
動
等
円
滑
化
の

の
た
め
に
必
要
な
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

た
め
に
必
要
な
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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（
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
旅
客
施
設
又
は
車
両
等
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
旅
客
施
設
又
は
車
両
等
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
二
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
旅
客
施
設
又
は
車
両
等
の
構
造
及
び
設
備
並
び
に
旅
客
施
設
及
び
車
両

等
を
使
用
し
た
役
務
の
提
供
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
一
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部

分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ

れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
車
椅
子
使
用
者
用
乗
降
口
の
案
内
）

（
車
椅
子
使
用
者
用
乗
降
口
の
案
内
）

第
二
十
一
条

鉄
道
駅
の
適
切
な
場
所
に
お
い
て
、
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二

第
二
十
一
条

鉄
道
駅
の
適
切
な
場
所
に
お
い
て
、
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

項
の
規
定
に
よ
り
列
車
に
設
け
ら
れ
る
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス
に
通
ず
る
第
三
十
一
条

よ
り
列
車
に
設
け
ら
れ
る
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス
に
通
ず
る
第
三
十
一
条
第
三
号
の
基

第
三
号
の
基
準
に
適
合
し
た
旅
客
用
乗
降
口
が
停
止
す
る
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
上
の

準
に
適
合
し
た
旅
客
用
乗
降
口
が
停
止
す
る
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
上
の
位
置
を
表
示

位
置
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
上
の
位

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
上
の
位
置
が
一
定
し

置
が
一
定
し
て
い
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

て
い
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
客
室
）

（
客
室
）

第
三
十
二
条

客
室
（
新
幹
線
鉄
道
（
全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
（
昭
和
四
十
五
年

第
三
十
二
条

客
室
に
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
（
新
幹
線
鉄
道
（
全
国
新
幹
線
鉄
道

法
律
第
七
十
一
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
新
幹
線
鉄
道
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て

整
備
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
新
幹
線
鉄
道

同
じ
。
）
の
用
に
供
す
る
車
両
の
も
の
を
除
く
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に

を
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る
車
両
の
客
室
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準

適
合
す
る
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス
を
一
列
車
ご
と
に
二
以
上
（
三
両
以
下
の
車
両
で
組

を
除
く
。
）
に
適
合
す
る
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス
を
一
列
車
ご
と
に
二
以
上
（
三
両
以

成
す
る
列
車
に
あ
っ
て
は
、
一
以
上
）
、
特
別
車
両
以
外
の
車
両
の
座
席
の
近
傍

下
の
車
両
で
組
成
す
る
列
車
に
あ
っ
て
は
、
一
以
上
）
、
特
別
車
両
以
外
の
車
両

に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
構
造
上
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

の
座
席
の
近
傍
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
構
造
上
の
理
由
に
よ
り

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

２

新
幹
線
鉄
道
の
用
に
供
す
る
車
両
の
客
室
に
は
、
前
項
各
号
（
第
二
号
を
除
く

（
新
設
）

。
）
の
基
準
に
適
合
す
る
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス
を
一
列
車
ご
と
に
三
以
上
（
座
席
定

員
五
百
人
以
上
の
列
車
に
あ
っ
て
は
四
以
上
、
座
席
定
員
千
一
人
以
上
の
列
車
に

あ
っ
て
は
六
以
上
）
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
構
造
上
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

一

特
別
車
両
以
外
の
車
両
の
座
席
の
近
傍
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

当
該
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス
の
う
ち
二
以
上
は
、
窓
に
隣
接
し
て
い
る
こ
と
。

三

当
該
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス
の
う
ち
一
以
上
（
座
席
定
員
五
百
人
以
上
の
列
車
に

あ
っ
て
は
、
二
以
上
）
は
、
座
席
に
隣
接
し
て
い
る
こ
と
。

四

背
当
の
角
度
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
車
椅
子
を
利
用
し
て
い
る
二
人
以
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上
の
者
が
円
滑
に
利
用
す
る
た
め
に
十
分
な
広
さ
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

３
～
５

（
略
）

２
～
４

（
略
）

６

前
条
第
三
号
の
基
準
に
適
合
す
る
旅
客
用
乗
降
口
と
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

５

前
条
第
三
号
の
基
準
に
適
合
す
る
旅
客
用
乗
降
口
と
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設

定
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス
と
の
間
の
通
路
の
う
ち
一
以
上
及
び
一

け
ら
れ
る
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス
と
の
間
の
通
路
の
う
ち
一
以
上
及
び
一
以
上
の
車
椅

以
上
の
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス
と
前
項
の
基
準
に
適
合
す
る
便
所
と
の
間
の
通
路
の
う

子
ス
ペ
ー
ス
と
前
項
の
基
準
に
適
合
す
る
便
所
と
の
間
の
通
路
の
う
ち
一
以
上
の

ち
一
以
上
の
幅
は
、
そ
れ
ぞ
れ
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

幅
は
、
そ
れ
ぞ
れ
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

い
。
た
だ
し
、
構
造
上
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

、
構
造
上
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

い
。

７
・
８

（
略
）

６
・
７

（
略
）

（
低
床
式
軌
道
車
両
）

（
低
床
式
軌
道
車
両
）

第
三
十
五
条

前
節
（
第
三
十
一
条
第
三
号
た
だ
し
書
並
び
に
第
三
十
二
条
第
一
項

第
三
十
五
条

前
節
（
第
三
十
一
条
第
三
号
た
だ
し
書
並
び
に
第
三
十
二
条
第
一
項

た
だ
し
書
、
第
二
項
、
第
五
項
た
だ
し
書
及
び
第
六
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の

た
だ
し
書
、
第
四
項
た
だ
し
書
及
び
第
五
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、

規
定
は
、
低
床
式
軌
道
車
両
（
旅
客
用
乗
降
口
の
床
面
の
軌
条
面
か
ら
の
高
さ
が

低
床
式
軌
道
車
両
（
旅
客
用
乗
降
口
の
床
面
の
軌
条
面
か
ら
の
高
さ
が
四
十
セ
ン

四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
軌
道
車
両
で
あ
っ
て
、
旅
客
用
乗
降
口
か
ら
客
室

チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
軌
道
車
両
で
あ
っ
て
、
旅
客
用
乗
降
口
か
ら
客
室
の
主
要
部

の
主
要
部
分
ま
で
の
通
路
の
床
面
に
段
が
な
い
も
の
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
準
用

分
ま
で
の
通
路
の
床
面
に
段
が
な
い
も
の
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

す
る
。附

則

附

則

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
公
共

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
公
共

交
通
事
業
者
等
が
新
た
に
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
鉄
道
車
両
又
は
軌
道
車
両
に

交
通
事
業
者
等
が
新
た
に
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
鉄
道
車
両
又
は
軌
道
車
両
に

つ
い
て
は
、
第
三
十
二
条
第
八
項
（
第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
に
お
い
て
準

つ
い
て
は
、
第
三
十
二
条
第
七
項
（
第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
～

（
略
）

３
～

（
略
）

11

11
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附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
旅
客
施
設
又
は
車
両
等
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
省
令
」
を
「
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
旅
客
施
設
又
は
車
両
等
の
構
造
及
び
設
備
並
び
に
旅

客
施
設
及
び
車
両
等
を
使
用
し
た
役
務
の
提
供
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
」
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

の
日
（
令
和
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


